
法曹の養成に関するフォーラム

第１０回会議 議事録

第１ 日 時 平成２４年３月１３日（火） 自 午前１０時００分

至 午後 ０時２５分

第２ 場 所 法務省第１会議室（２０階）

第３ 議 題

１ ヒアリング

企業の業務展開における法曹有資格者の活用について

○ 内田 浩行氏（外務省経済局サービス貿易室長）

○ 栗田 哲郎氏（ラジャ・タン法律事務所パートナー弁護士）

○ 石黒不二代氏（ネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ）

地方公共団体における法曹有資格者の活用について

○ 大森 文秋氏（東京都総務局総務部法務課長）

○ 加茂 満氏（流山市総務部総務課長）

○ 湯浅 邦彦氏（流山市総務部人材育成課長）

○ 余川章一郎氏（弁護士・松原市総務部政策法務課主幹）

２ 意見交換

３ 次回の予定

第４ 出席委員等 佐々木座長，滝法務副大臣，森文部科学副大臣，経済産業省経済産業政策

局小宮審議官（北神経済産業大臣政務官代理），伊藤委員，井上委員，岡田

委員，翁委員，鎌田委員，久保委員，田中委員，南雲委員，萩原委員，丸島

委員，宮脇委員，山口委員，最高裁判所事務総局小林審議官，最高検察庁大

仲オブザーバー，日本弁護士連合会若旅オブザーバー

第５ 議 事 （次のとおり）
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議 事

○松並官房付 予定の時刻となりましたので，法曹の養成に関するフォーラムの第１０回会議

を始めさせていただきます。

進行は佐々木座長にお願いいたします。

○佐々木座長 それでは，本日もよろしくお願いいたします。

本日は，竹歳内閣官房副長官，藤田財務副大臣，北神経済産業大臣政務官が欠席されてお

ります。

北神政務官の代理として，小宮審議官が出席されております。また，黄川田総務副大臣は

遅れて御出席されるというふうに伺っております。なお，ヒアリングに御出席いただける

方々にも既に御着席いただいております。

それでは，資料の説明を事務局からお願いします。

○松並官房付 本日，皆様のお手元にお配りしております資料は８点ございます。

１点目は，本日の議事次第。２点目以降，本日のヒアリングに御出席いただきます方々の

作成レジュメです。まず，２点目が外務省作成，３点目がラジャ・タン法律事務所パートナ

ー弁護士の栗田哲郎弁護士作成，４点目はネットイヤーグループ株式会社代表取締役社長兼

ＣＥＯの石黒不二代氏作成，５点目が東京都作成のもの，６点目が流山市作成のものでござ

います。７点目は，松原市総務部政策法務課主幹の余川章一郎弁護士作成となっております。

最後に８点目に，日本弁護士連合会の提出資料を添付しております。

なお，従前どおり，机上には各種基礎資料及び前回の会議までに提出された資料，議事録

をつづったファイルも置いておりますので，適宜御参照ください。

以上です。

○佐々木座長 それでは，本日もヒアリングを行う予定になっておりますが，その前に前回の

第９回フォーラムの南雲委員の発表につきまして，補足の御説明があるとのことですので，

南雲委員からお願いします。

○南雲委員 南雲です。ありがとうございます。

前回のフォーラムで丸島委員から御質問をいただいた内容について，少し補足をさせてい

ただきたいと思います。

まず，御質問の内容につきまして，まず１点目は，地方の過疎地域などで労働事件につい

て支部で扱えないという点の御指摘がございました。２点目は，労働局で相当数の相談が来

ているけれども，費用の扱いが法律扶助の対象になっていないと。相談に行く方々の費用負

担もなかなか難しい現状があるという御質問をいただきました。それに対しまして，私ども

の考え方について申し上げたいと思います。

まず，１点目の労働事件が地方裁判所支部で取り扱われていない点に関してでございます。

労働審判の事件数は増加傾向にございます。労働審判制度を国民が広く利用する制度とする

ためには，制度利用者の要求，ニーズに合った運用が求められております。その意味では，

裁判所での人的・物的両面での強化も必要であると考えております。人的面では，労働審判

を担当する審判官，裁判官の増員であります。１人の裁判官が過度な事件数を担当すれば，

審理の質にも影響が出かねないのではないでしょうか。また，物的面ではやはり地方裁判所

支部における労働審判制度の取扱いを全国で実施できる体制を整えることも必要と考えてお
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ります。審判員の増員とともに，将来的にはこうした審判官などもパート弁護士が担うなど

の対応を検討することなどで，全国での労働審判制度の実施が可能になるような取扱いを御

検討いただきたいと思っております。

２点目は，労働相談などが法律扶助の対象になっていないことに対してであります。労働

相談において法曹，弁護士に協力いただくとしても，費用の面でネックとなっている可能性

が出てくることは理解をいたしております。しかし，先日のフォーラムでも申し上げました

けれども，神奈川では貸付金制度を創設し，実績を上げていると聞いています。このような

援助をする仕組みを全国的に普及させていくことも，解決策の一つになると思います。

また，丸島委員御指摘のとおり，法律扶助制度が訴訟を前提にしていることにも問題があ

ると思います。先日も申し上げましたが，これからの法曹の役割は国内裁判だけではありま

せん。法曹の役割を裁判から広げていくということは，同時に裁判員以外の法曹が活躍でき

る社会的インフラの整備が整っていなければなりません。法曹の雇用などとともに，例えば

法律扶助を行政手続にも適用するなど，海外では裁判手続以外に示談手続や法律助言も扶助

対象にしているとお聞きをしております。裁判手続以外で法曹を利用する国民の経済的サポ

ートの仕組みも検討すべきであろうと思います。

そのほかにつきましては，前回のフォーラムで回答させていただいたとおりであります。

よろしくお願いいたします。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，早速ヒアリングに入りたいと思います。

まず，企業の業務展開における法曹有資格者の活用について３名の方から，次に地方公共

団体における法曹有資格者の活用について４名の方からヒアリングを行い，その後時間があ

れば意見交換をしたいと思っております。

お三人の方，お待たせをいたしました。皆様には，お忙しい中ありがとうございます。

ヒアリングの進め方ですが，最初にそれぞれ１０分程度御発言をいただき，皆さん全員の

発言が終わってから質疑応答と意見交換を行いたいと思います。

なお，当フォーラムでは，皆様のレジュメを含む会議資料及び会議の議事録は，会議終了

後速やかに法務省ホームページで公表する取扱いとなっておりますので，御承知おき願いた

いと思います。

それでは，まず外務省経済局の内田浩行サービス貿易室長から御発言をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。

○内田氏 おはようございます。外務省サービス貿易室長の内田でございます。レジュメを用

意させていただいてございますので，レジュメに沿う形で御報告をさせていただければと思

います。

まず，私が担当しているサービス貿易室でございますが，伝統的には国際的なサービス交

渉，そういった中では，法曹との関係では長年にわたりＷＴＯの場などにおけます日本の外

国弁護士に対する取扱いについて，諸外国から受けるリクエストを踏まえて，日本の国内に

おける外国弁護士，外国法事務弁護士についてどのようにやっていくのかという形から関わ

らせてきておりました。私のこのポストにつきまして，そうした中，特にリーマンショック

後，日本の弁護士，法律事務所の方々が積極的に海外に出ているということを，正直申し上

げまして初めて知りまして，そういった中で日本として，政府としてもそういった日本の弁
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護士の方々が海外に出ていく又は法律事務所が海外に支店を作られるという動きを，もっと

積極的にサポートしていくべきではないかという観点から報告をさせていただければと思っ

てございます。

まず，１の国際的な潮流でございます。

経済の高度化・グローバル化の中で，これは貿易屋の言葉の使い方でございますが，法律

サービスの海外輸出というのは，各国とも自国経済の主要な成長要素として，引き続き，特

に米，英，あとオーストラリアなどはその主要な関心事項として積極的に進めているところ

でございます。特に，国際的にも経済のサービス化，あと知識集約化が進んでございますの

で，そういった中で法律サービスの重要性はますます高まっているのではないかと思ってご

ざいます。

日本との関係では，現時点で法律サービスについてはそれほど大きな問題にはなってござ

いませんが，例えば韓国などを例に取り上げますと，韓国は引き続き外国弁護士の活動を認

めてございませんが，最近，韓国が締結いたしましたアメリカ，ＥＵとのＦＴＡに基づいて，

ＦＴＡを結んだ国の弁護士だけは韓国での活動を認めるということになってございます。オ

ーストラリアも韓国との交渉の中で，まだ協定自体は締結されておりませんが，その中で当

然豪州の弁護士の活動を韓国で認められるようにというリクエストを行い，もう既にそれに

ついては合意を見ているということを聞いてございます。

伝統的には，米，英，豪が中心でございましたが，最近では中国やインドや韓国について

も自国の弁護士を海外に積極的に出していこうとしています。実際，中国やインドや韓国の

弁護士，法律事務所が海外で活躍するという例が増えてきているということと承知してござ

います。韓国などは，政府として，まだ自国マーケットを開けたばかりにも関わらず，自国

の弁護士の海外展開を政府としても積極的に後押ししていこうというような意向も示してい

るところでございます。

そういった流れの中で，貿易投資分野においてはますますルール作りが盛んになってござ

います。国際的に見ても，ＦＴＡの数は急増してございますが，投資協定の数についても増

加しているところでございます。また，最近では，ＴＰＰなどに見られますように，ルール

の中身についてもますます高度化・進化しているところでございます。例えば，中国やベト

ナムの旧共産圏が国際的な貿易投資関係の中に組み込まれることに従いまして，中国やベト

ナムの国営企業などを競争の観点からどのように対等な競争条件を確保していったらいいん

だろうか，又は中国におけるグーグル問題にも代表されますように，ｅコマースの世界にお

きましても情報の自由な流通とプライバシーをどのように国際的な協定で規律していこうか，

そういった動きが出てきております。

そういった法律問題の高度化に従いまして，企業のニーズを踏まえる形でビジネス弁護士

がこういった国際協定の策定や活用，さらには協定に基づく紛争解決の分野において，ます

ます深く関与しているという状況にあるかと思います。

翻りまして，二つ目の日本の現状でございますが，日本の弁護士や法律事務所の海外展開

は，日本の経済規模，日本企業の海外での活躍に比して，極めて限定的ではないかと思って

ございます。そうした中で，最近，わずかではございますが，こういった海外へ出ていこう

という芽が，冒頭申し上げましたとおり出てきているというところは心強いところでござい

ますが，まだまだ欧米に比べて後れを取っているというところであるかと思います。
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また，その反映でございますが，実際日本が各国とＦＴＡ交渉，ＥＰＡ交渉を行うに当た

っても，法律サービスを日本側の関心事項として日本の弁護士，法律事務所がその国におい

てもっといい条件で活動できるようにというようなリクエストを，必ずしも積極的に取り上

げていないというところがございます。実際，なかなか実現するかどうかは難しいのでござ

いますが，最近ではインド，ここも全く外国人の弁護士の活動を認めていないところでござ

います。各国ともインドとのＥＰＡ，ＦＴＡ交渉においては法律サービスを重要な事項とい

うことで交渉してございますが，日本はインドとのＦＴＡ交渉を行ったときに，もう既に協

定は締結済みですが，残念ながら法律サービスについてインド側に積極的にリクエストをし

なかったということがございます。

三つ目でございますが，アメリカ，ヨーロッパ，特にアメリカなどでは，アメリカの貿易

交渉においてアメリカの弁護士が非常に関与しているというのは周知の事実でございます。

そういったことに比べても，貿易投資問題に関しまして日本の弁護士の政府への食い込み，

逆でございますが，政府によるその活用も非常に限定的ではないかなと思ってございます。

実際，私自身も外務省の中で，日本の弁護士や法律事務所をもっとこの貿易投資問題で活用

したらいいのではないのかという問いかけをいたしましたが，日本の弁護士や法律事務所が

国際的な貿易や投資問題で活用できるんですかという，ここに書きましたが，認知度という

のが極めて低いという状況にございます。

実際，ＷＴＯの紛争案件への対応，これも政府としてはいろいろＷＴＯの紛争案件に参加

いたしまして，意見を出したりすることもございますが，そういった場合にも欧米の法律事

務所に依頼して作業を手伝っていただいているという状況がございます。認識として，日本

の法律事務所はとても残念ながらお願いできる水準にはないと感じているところでございま

す。

四つ目ではそうした中，外務省の観点からビジネス弁護士に期待される役割ということで

ございます。まず，外務省として日本の企業支援というのを一生懸命力を入れて行っている

ところでございます。最近でも，インフラ海外展開や知財，あと中小企業支援，これは日本

企業ではなくて外国企業になりますが，外国企業による対日投資というのを積極的に進めて

いるところでございます。そうした中で，具体的には現地の法制度や企業の直面する課題に

関して，日ごろ企業と接する弁護士の方々から法的に整理した形で政府に情報提供をしてい

ただく，又は，これはもう本当にアメリカなどは典型的でございますが，弁護士，法律事務

所が現地で企業を取りまとめて，企業と政府の間の橋渡しをするということがございます。

又は，現地に活躍される日本の弁護士の方々は，独自のネットワークで現地政府への食い込

み，これも欧米では極めてよくあることですが，いわゆるロビー活動を積極的に行っており，

こういった面についても政府と協調する形で日本の企業の利益のために協力していけるので

はないかと思ってございます。

今まで，企業はいろいろと問題がございますと，企業から政府へ相談する一方，企業はそ

れぞれに法律事務所へ相談することになると思われます。すなわち，企業がいて，一方で政

府に相談をし，反対側で法律事務所に相談をするというような形が多かったかと思いますが，

法律事務所が企業と政府との間に入る形で，仲介する形でもっと仕事をやっていけば，日本

全体としての企業活動支援というのが有益になるのではないかなと思ってございます。

二つ目でございますが，国際的なルール作りとその活用や紛争処理でございます。冒頭申
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し上げましたが，国際的には，ＴＰＰに代表されるように，ますます企業，社会的な問題に

も直結するような国際的なルールが作られるという状況にございます。そうした中で，日本

としても積極的にこういった国際的なルール作りにおきまして，日本企業のニーズを法律事

務所の方が吸い上げるような形で，政府に積極的にルールを提案してくれるというような形

になればと思ってございます。

また，日本も多数のＦＴＡ，投資協定を締結していますが，実際に活用がどうなっている

のかというと，極めて心もとないところがございます。ルールを作ったけれども，それが実

際どれだけ活用されているんだろうか。政府からはいろいろ広報する形で企業の方々にも御

説明いたしますが，実際，そういったところで企業のニーズをつかんで，いかに貿易投資協

定を活用しようかというのは，正に弁護士の方々の腕の見せどころではないかと思ってござ

います。

また，日本の投資協定やＦＴＡに基づく紛争処理というのが実際には使われたことは一度

もないんですけれども，協定の中では，企業が海外において設置した財産が不当に収用等さ

れた場合には，その企業が相手国政府自体を訴えるというメカニズムもございます。企業の

利益を法的にこういった国際的協定に基づいて守っていくというのは，正に弁護士の方々に

期待されるところではないかと思ってございます。

そうした中で，私なりに必要と思われる取組を５点まとめてみました。

まずは，弁護士の海外展開に関する戦略の策定でございます。正直申し上げて，現状，政

府として，日本として，日本の弁護士や法律事務所の海外展開をどうしていくかという統一

的な戦略は残念ながらないという状況だと思ってございます。その際には最も重要なアクタ

ーとなられる渉外法律事務所，日弁連，経済界，学会，政府から成る推進団体というのを作

るのも一案ではないかと思ってございます。

また，先ほど申し上げましたとおり，政府，外務省といたしましても，企業支援を積極的

にやってございますので，企業支援の一環といたしまして，法律事務所の海外展開に対して

いろいろと直接的な支援をしていけるのではないかと思ってございます。具体的には，法律

事務所が海外で支店を作る際に，現地政府から許可をなかなか得られない場合には，当然で

すが，政府としてはその許可の取得が円滑に進むように支援いたしますし，あと，海外にお

いて大使館，在外公館は一つの情報の集積場所でございますので，法律事務所，日本の弁護

士の方々にも積極的に在外公館，大使館にアプローチしていただければ，有益な協力関係が

生まれるのではないかと思ってございます。

三つ目でございますが，弁護士の方々の企業と政府の関係者と同じ目線での活動が必要と

なってくるのではないかと思ってございます。実際，私も外務省で開催されます官民の合同

の経済会議とか，あと政府，経済団体が派遣いたします経済ミッションというのも見ていま

したが，弁護士の方々の参加というのが非常に限られているのではないかと思ってございま

す。よく外務省でも官民の方が一緒になって投資の問題，日本企業の直面する課題について

議論いたしますが，そういったところで弁護士の方々が入っているというのは極めて限られ

ているというところがございます。そうした中で，最後の法律事務所の体制の強化と変革に

も関わってきますが，弁護士，法律事務所の方々が積極的にそういった活動に入っていくと

いうことが必要と思われます。これも感じているところでございますが，法律事務所自体が

経団連や日商などの経済団体にメンバーとして積極的に入っていくということも必要となっ
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てくるのではないかと思ってございます。

四つ目でございますが，なかなか商売のネタにならないということかもしれませんが，Ｆ

ＴＡや投資協定に関する知見がなかなかまだ日本の弁護士や法律事務所には高まっていない

のではないか。こういった知見について日本の弁護士，法律事務所の方にももっと共有いた

だきまして，法律投資問題に関する日本の弁護士，法律事務所の対応能力というのを上げて

いくということも必要ではないかと思っております。そうした中で，外務省や経産省や在外

公館などにも日本の弁護士さんに御出向いただくとか，そういうことになればいい機会にな

るのではないかなと思ってございます。

最後でございますが，法律事務所の体制の強化と変革でございます。日本や海外の法律事

務所と話しましても，海外展開をするためには，事務所として相当の規模というのが必要で

はないかと思ってございます。事務所としても海外にも人を出すという体力が必要です。あ

とは，海外展開はかなり大きな負担にもなりますので，法律事務所の機能分化が必要と思い

ます。法律事務所の人と話していても，誰がどういう責任をもって仕事をしているのか，必

ずしも明確ではないとの印象を有しています。皆さんパートナーということで，どうしても

個人個人の要素が強いのではないのかという気がしてございます。でも，そうした中，国際

的な展開の責任者ですとか，政府との関係の責任者ですとか，事務所が一種の企業のような

形で機能分化していくということが必要ではないのか。それと同時に，どうしても個人個人

という中で，事務所の中での情報共有が企業と比べると弱いところがあるのではないかと思

ってございます。

最後になりますが，ボーダーレス社会の中で，こういった国際的な分野で弁護士を活用で

きる，弁護士が活躍できるんだということになれば，弁護士としての仕事としての魅力も更

に高まっていくのではないかなと思ってございます。そうした人材について，手前みそなが

ら，外務省でもいろいろと活躍していただく余地はございますし，外務省としてもそうした

有為な人材をますます任期付職員とかのような枠組みで活用させていただければ，非常に有

り難いと思っているところでございます。

長くなりましたが，以上でございます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，次にラジャ・タン法律事務所パートナー弁護士の栗田哲郎弁護士から御発言を

お願いします。

○栗田氏 おはようございます。ラジャ・タン法律事務所の弁護士の栗田と申します。今日は

貴重な機会をいただき，ありがとうございます。

私は今，シンガポールのラジャ・タン法律事務所というところに入りまして，日本企業の

アジア展開の進出支援から紛争解決の仕事を行っております。もともとは日本のいわゆる渉

外事務所で６年ぐらい勤務していたんですが，日本企業がアジアに展開していく中で，いろ

いろ考えまして，一度シンガポールの国際仲裁センターというところで勤務をしまして，紛

争解決のケースマネージングの仕事をさせていただきまして，その後，より現場の案件を取

り扱いたいということで，シンガポールの法律事務所で現在執務を行っております。今日は

シンガポールから来たんですけれども。

海外進出支援という言葉はあると思うんですけれども，いろいろな仕事が僕はあると思っ

ておりまして，単に海外進出支援と申しましても，こちらの最初の第１の１で書かせていた
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だいたように，大企業向けの進出支援業務もしくは海外展開業務というものがある。それと

中小企業というのが若干意味合いが違うのではないかなと思っておりまして，いわゆる大企

業というのは企業内に企業内弁護士がいたりとか，法務部が１０人，２０人規模でいたりと

かします。彼らはいわゆる本当に専門家を求めていると。

例えば，海外の企業を買収すると，ＴＯＢしたいと。そこの専門家を求めていますとか，

あと，国際仲裁という部門で，ひたすら仲裁だけをやっている専門家に国際紛争を解決して

ほしいとか，あと，もうひたすら石油とガスのマイニングの契約書をつくり続けている，そ

ういう専門家に依頼したいとか。ここら辺はかなり専門分野が高くて，特にシンガポールだ

と，例えばシッピングとか，専門分野が高くて，本当にその分野をやり続けている専門家で

ないとなかなか入れないし，日本の企業としてもそういう専門家以外に頼むというモチベー

ションはほとんどないと。そういう分野があると思います。ここはかなり産業障壁が高い，

一方，コモディティ化しにくいという分野だと思います。

あと，他方，それとは別に，中小企業が今海外に展開していくという中での業務というの

は若干意味合いが異なりまして，比較的日本でいうと司法書士とかの業務も含んでくるかも

しれないんですけれども。例えば，会社をどうやって作るんですか。支店と現地法人，どっ

ちを選択すればいいんですか。税法はどういうふうになっているんですか。また，例えばイ

ンドに投資したいんですけれども，間にシンガポールを入れてから投資したほうがいいんで

すかとか，あと，日本とシンガポールの会社法ってどうなっているんでいすか，違うんです

かとか，労働契約を巻きたいんですけれども，日本の就業規則を翻訳してそのまま使ってい

いんですかと。答えは駄目なんですけれども。そういういわゆるゼネラルな仕事という分野

に分かれてくるのかなと。

ですので，一言に海外進出支援業務と申しましても，大企業向けの専門性の高いものと中

小企業向けのものというので若干分かれるのではないかなと僕は思っています。正直，中小

企業向けのものを今誰が担っているかというと，会計事務所とコンサルタントが担っていま

す。ここは，彼らは法律を，会社法を読み込んで，弁護士ほど詳しくはないんですけれども，

それなりにアドバイスをして，ここは気を付けてくださいねというアドバイスをしたりとか，

現地の弁護士事務所に依頼して，少し簡単な契約書をもらって，これ使ってくださいという

ふうに使っている。もちろん，これはコンサルタントとか会計事務所が今はやっている業務

ではあるんですけれども，そこは僕は日本人の弁護士の観点で，日本法とシンガポールの法

の違いはこうなっていますよと。ですから，例えば就業規則はこういうのを使ってください

と。契約書はもちろん僕らが，日本人としてですけれども，僕らがきちんとドラフトして，

それを日本語で説明しますよと。そういうような活動を行っております。

ただ，海外で今実際に自分がパートナーとして業務をしていく中で，ある意味売り上げを

上げていかないといけないという責任があるんですけれども，そのときにどちらかだけに，

要は大企業向けだけにやるのに絞る，もしくは中小企業だけに絞るというポートフォリオが

若干自分の中でも，どちらかに集中し過ぎると危ないなというのがまだ自分の中であるので，

今のバランスとしては，専門分野として，僕は国際仲裁センターに勤めていたことがあるの

で，大企業向けには今はもうひたすら国際仲裁の研究をして，国際仲裁の論文を書いて，国

際仲裁の案件をするという中で，国際仲裁の分野を掘っていこうと。正直，シッピングとか

マイニングとかというのに手を出すほどの余裕もないし，専門性が高過ぎてできないと。
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片や，やはり中小企業が海外に進出するときの支援もきちんとやっていきたいというふう

な思いもありますので，中小企業向けにゼネラルな外資規制がどうなっているのか，タイの

会社法がどうなっているのか，インドネシアの労働法がどうなっているか，そこは友人と一

緒に本を書いたりとか勉強会をしながら知識を高めていくと。その二つのポートフォリオを

使うことによって，自分のリスクをヘッジしながら仕事をしようかなと今は考えております。

あと，活動の領域，国になるんですけれども，ここにステージ１から４というふうに我々

は分けているんですけれども，国の発展の段階によって求められる法律のニーズが違うと考

えています。我々がシンガポールにいる理由というのが，いわゆる高度専門的な法律業務と

いうのは，ある程度国の段階がステージ４ぐらいまで，少なくとも３以上に行かないとなか

なか発生してこない。ミャンマーで海外ＩＰＯの案件があるかというと，ないですし，逆に

シンガポールだと国際仲裁ですとかいわゆる海外企業の上場会社の日本企業による買収とか，

そういう若干高度リーガルワークが発生しやすいと。もちろん，その分，数は少なくなるん

ですけれども。他方，ステージ１のほうについてもそれなりにニーズはございまして，どち

らかというと，これは，先ほど申しました，もう既に大企業は出ていたりとかもするんです

けれども，中小企業はこれから出て行くぞというときに，基本となる会社法とか労働法とか

投資規制を教えて，それに適したアドバイスを日本語で提供していくというところなのかな

と思っています。

また，もう一つの分類の仕方として，取引フォームと，いわゆるトランザクション物と紛

争解決物，ディスピュート物というものに分かれると思います。僕はもともとバックグラン

ドで訴訟とか仲裁を日本でやっていましたので，紛争解決というものを選びましたが，一般

的には紛争解決というのはローカルの資格が，仲裁は資格は要らないんですけれども，裁判

に立つということであれば，ローカルの裁判所に立つ資格が必要になってきて，それの資格

は今は，挑戦しようとは思っていますが，持っていないので，一般的には取引物のほうが海

外進出はしやすいんではないかなと考えております。

ちょっと四番目はトリッキーなので，若干導入だけなんですけれども，日本企業が海外に

進出するときにやはり一番必要なのは，お金がもうかるかどうかというところであって，そ

れに際してやはり法律，コストになってくるリーガルというのはなかなか使いたがらないと

いうところがあるので，それはその人の弁護士としての働き方にもよると思うんですけれど

も，一種コンサルタント的な働き方，マーケットの調査を含めて，こういうふうになってい

て，こういうところの企業と組んだらどうですかというところとチームを組んでやればいい

と思っているんですけれども。そういうコンサルタントの人と密に連絡をとって，コンサル

タントサービスの一環としてリーガルを位置付けて提供していくというようなサービスも必

要になってくるのではないかなと思っています。

これを前提に，私なりに，どういうふうな支援なりが必要となってくるのかなと考えてみ

ました。それを大きく二つに分けております。一つ目が人を育成するということと，要はそ

ういうステージに立つ人を育てるという観点と，あと，そういうステージに立った後に，そ

の人が要は食っていかないといけないので，どういうふうに食わせていくかというところで，

二つに分けております。

一つ目が，結局，海外進出をするというときに，海外に一回も住んだことがありません，

その国に一回も行ったことがありませんということになると，全く説得力を持たなくて，中
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小企業であろうが大企業であろうが，企業のオーナーとか法務部は，その言葉を信用してく

れないですし，かつ自分がしゃべっていてもその言葉に魂がこもらないということもあるの

で，少なくとも，長ければ長いほどいいですし，僕が日本を捨ててシンガポールに住み続け

るという選択をしたのも，やはり現場に常にいると。現場の最新の情報を常に研究し続けて

いるんですよということが，企業のオーナーとか，あと法務部の人に伝わらないと，結局依

頼を受けることができないと思いましたので，少なくとも，その後日本に帰って日本の企業

を支援するという立場になるにしても，海外での勤務経験というのが必要になってくるんだ

ろうなと。

そのときに，正直，今まではアメリカの法律事務所がたくさん受け入れてくれていたんで

しょうけれども，今はなかなかアメリカもそういう余力とか体力とかもなくなってきて，な

かなか今は渉外事務所であったとしても受け入れてくれないと。私もインドネシアの法律事

務所とかを自分の足で回って受け入れてくれるところを探してきたんですけれども，受け入

れてもいいけれども，僕らが給料を払うつもりはないよと，何で受け入れてトレーニングし

てあげるのに，僕らがお金払うのというメンタリティーなんですね。なので，恐らくそれは

インドネシアではなくても，ミャンマーであろうがベトナムであろうが，一定の日本からの

その期間の費用なり生活費，それがないと，向こうの事務所に，アメリカの法律事務所とか

イギリスの法律事務所のように受け入れてトレーニングしてくれて，更に給料を払ってくれ

るという体制には，なかなかならないのではないのかなと。ですから，若手の人とか，今後，

海外進出支援業務に非常に興味を持っている人がこれから挑戦していく中では，少なくとも

その期間の費用なり生活費なりの最低限の保証，もしくは住宅の提供というのが必要になっ

てくるのではないかなと思っています。

あと，これはできればでいいんですけれども，先ほどのお話にあったと思うんですけれど

も，日本の政府を含めて，日本の大企業を含めて，いわゆる今，高度リーガルワーク，先ほ

ど定義付けた大企業の高度リーガル，ほとんど欧米系の事務所に頼んでいるし，何で日本人

を使わなければいけないのというようなメンタリティーが，もう既に日本の企業若しくは日

本の政府系の機関ですらお持ちであるというのが現状になってきてしまっていると思うんで

すけれども。少なくとも，そういう案件を将来自分が受注していきたいと思ったときに，や

はりディールリスト，今まで自分がこういうのをやったことがあるんですという自分の経歴

書に書き込めるようなリストが必要になってくるんですけれども，それを学ぶという意味で

は，一時でもやはり海外の事務所なりに少し働いて，その案件をやったことがあるという状

態にしていかないといけない。

ですので，例えば欧米，これができるかどうかは分からないんですけれども，欧米系の事

務所に依頼して，そういうフローの中に入れてもらうようなアレンジをするとか，もしそれ

が難しいのであれば，日本の政府系企業，ＪＩＣＡとかＪＢＩＣとか日本政策投資銀行とか

というのは，正に彼らがやっている仕事というのは，インフラとか海外案件のいわゆる高度

法律業務の宝庫で，最もいわゆる誰しもが，欧米系のどこの事務所もねらっているような案

件がたくさんありますので，そこのところに弁護士を派遣して，その中のインハウスとして

経験を積んでもらうと。経験を積んでもらって，それを一つの彼の肩書きなり経験にして，

今後の業務にいかしていくという方法もあるのではないかなと。

あと，例えば日本でいうと，ゼネコンとか清水建設さんとか，そういう大手のゼネコンさ
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んとか，いわゆる三菱商事とか三井物産とか，そういう大手の商社さんの中で，そういう実

際にインハウスとして弁護士を派遣して，その中でアジア案件なりを経験して，そこで肩書

きを作っていく。

さらに，例えばアジアの大学に派遣をする。できれば，将来的に資格があればなおよしと

僕は思っているんですけれども，アジアのところで現地のローカルの資格，若しくはベトナ

ム法とかアジア法とか，そういう新興国の法律を現地の大学なりで学んでいくというような，

そういう人材若しくはその際の留学費の支援とか，そういうのがあれば，その人の今後のキ

ャリアアップに役に立つのではないかなと思っています。それが人の育成という観点でござ

います。

あと，次に書かせていただいたのは，営業支援体制というのは，ちょっと格好いい言葉を

使いましたが，今僕が仕事をしていてこういうのがあると有り難いなという，若干ちょっと

わがままかもしれませんが，そういうことをつらつらと書かせていただきました。海外進出

をする中で，やはり自分がやっている業務というのが，弁護士というのは広告とか営業とい

うのがなかなか難しい業界の一つだと思うんですけれども，例えばそういう政府系の今セミ

ナーに参加させていただいて，企業の方を呼んでいただいて，一緒にセミナーをすると。自

分がこういう仕事をしているんですよというのを発表させていただく機会を提供していただ

く。もしくは，政府，例えば法務省の委託調査とかを受注して，その中で自分の研究テーマ

を発表していく。もちろん，それは自分の研究のためでもありますし，それを例えば企業の

方に提供することによって，この人はこういう活動をして，こういう調査をしているんだと。

しかも，政府から受注している。きちんとした方だなということがあれば，より今後の活動

がしやすくなると思っています。

あと，政府の例えばネットワーキングのプラットフォームなどがあれば，そこで企業の方

とか，それこそＪＩＣＡとか政策投資銀行とかＪＢＩＣの方とかとより知り合って，お互い

にこういう業務を今しているんですというのを知り合って，業務の受注につながりやすい環

境を整えていただくというのも一つの方法かなとも思っております。

最後に，これもちょっと一つの意見なんですけれども，例えば弁護士のバックグラウンド

を持った大使館員を派遣していただいて，例えばこういう弁護士の国際支援に関する知見の

豊かな，もしくは自分がこれをやっていかなければいけないと思っている方をそういうとこ

ろに派遣すると。なかなか活動というのは人によって変わってくる部分，組織とはいえ変わ

ってくる部分というのがあると思いますので，そういう人に，指導的になって例えば勉強会

をオーガナイズしてもらうとか，いろいろなセミナーを一緒にやらせていただくとか，そう

いう活動ができれば，より今後の仕事をしやすくなるのではないかなと思っております。

長くなりましたが，以上です。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，最後にネットイヤーグループ株式会社の石黒不二代代表取締役社長兼ＣＥＯか

ら御発言をお願いします。

○石黒氏 ネットイヤーグループという会社の代表をしております石黒でございます。

ネットイヤーグループというのは，デジタルマーケティングの支援を主に大企業に行って

いる会社で，１９９９年設立，２００８年に東証マザーズのほうに上場いたしまして，現在

従業員数が３００名，売り上げで４０億弱という会社でございます。私自身は１９９２年に
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スタンフォード大学のビジネススクールに入りまして，９４年に卒業，その後アメリカのシ

リコンバレーにおいてハイテク関係のコンサルティング会社で社長をしておりました。その

関係で，それで１０年ぐらい向こうにおりまして，主に日本の大企業がシリコンバレーに進

出する際の支援とか，それからアメリカのベンチャー企業，当時のベンチャー企業というと

Ｙａｈｏｏ！とかＮｅｔｓｃａｐｅとか，最終的には非常に大きくなっている企業の日本進

出の支援をしていました。

ネットイヤーグループ自身も，当初はアメリカでアメリカ企業として設立をいたしまして，

設立当初は日本企業の子会社でしたが，その後，ＭＢＯという経営権の買取をして独立体に

なりました。今のアメリカ大使であるルース大使がＣＥＯをなさっていたウィルソン・ソン

シーニという，シリコンバレーでベンチャー企業支援の一番大きい法律事務所に設立のスキ

ームを作ってもらった関係で，アメリカでの会社設立やストックオプションなど日米の違い

というものを若干ながら知識があると考えています。

経済産業省で委員をさせていただいております関係から，法務省の方が前回お尋ねくださ

って，私どもには主に大企業ではなく中小企業といいますか，新興企業の弁護士さんの採用

のニーズというものがあるのかどうかというお尋ねだったので，それに対する私どもの見解

をお話をしたいと思います。

結論から申しますと，私どものような上場企業で３００名程度の従業員数の企業が現在弁

護士さんを採用するニーズはありません。弁護士の市場もかなり競争的にならなくてはいけ

ないと思っておりますので，現状ではニーズがないが，むしろニーズをつくり出してほしい

と考えます。つまり，使いたいと思う人を育成をしていただけることが，今後，私どものよ

うなＩＴ系，新興企業に対してもいいことかなと考えます。

まず，ニーズを，会社内で採用するのか，また会社外でそういうニーズがあるのかという

ことに分けて，ちょっと資料をお持ちしておりますので，それに従ってお話ししますと，会

社内のニーズというと，契約書関係，それから規程の関係，そして訴訟がある場合は訴訟関

係，それから雇用の問題というぐらいに大きく分けられると思います。ただ，上場会社と未

上場会社で規程の整備に関しては大分違いがあると思っておりまして，上場会社の場合は，

上場時に会社の規程というものはそろえるものですから，上場後はその規程の改定というこ

とになるので，余りニーズがないです。

こういう規程関係は，私どもですと人事部，総務部の者がいたしており，弁護士さんを使

わなくても，実務経験の長い監査役とか内部監査をやっていた方の意見を入れながら対応で

きているというのが現状です。監査役も労働市場では余っていらっしゃる現状があります。

大体，大企業に勤めていらっしゃって法律関係をよく分かっていらっしゃる方，それから海

外関係が分かっていらっしゃる方が監査役になられるケースが多いです。ですから，法律関

係に限って弁護士さんを社内の弁護士として採用する必要性は余りないかと感じております。

独立した法務部というのもありませんし，法務関係だけやっていただくというよりも，人事

や総務関係の仕事の経験があって，更に兼務をしていただける人であれば，採用に関して合

理性はあるんですけれども，実業の経験がない人は非常に厳しいです。

私どもも設立当初，アメリカの会社と大きな契約があり，そのときは私どもでは幸い，新

日鉄でずっと法務関係をやっていた，東大法科を出た弁護士資格は持っていない人がおりま

したので，彼が的確に本当に社内の人事，総務も兼務しながら対応をしてくれて，相手はア
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メリカのナスダック企業だったんですけれども，向こうの人が舌を巻くぐらいに，「すばら

しい人ですね」と言ってくださいました。むしろ本当に実務経験がある，法務経験がある人

のほうが，採用ニーズとしてはあると思います。

現状では訴訟というものが，日本で私どもの業界ではそれほどありませんので，それに対

して常に人を置くというニーズもやはりないと，一般的にはないと考えています。

それから，会社外のニーズですけれども，外国企業と提携をすることがございますので，

その際の交渉ですとか会社の中で資本政策，それから株主さんの変更をする場合の法律関係，

それから企業買収，その際の法律関係，それから反対に買収防衛策，そのあたりにニーズが

あるかなと思っていて，先ほどのそれを会社内で抱えるかというと，どうしても採用費，そ

れから労務費ということで余り合理的ではないので，そのあたりを今は会社外に求めている

というのが現状です。

去年，セールスフォースというＢtoＢのクラウド企業で最大手の会社から資本参加をして

もらいまして，こういう外国企業の提携の場合には，必ず弁護士ニーズが発生します。交渉

時に，先方が弁護士さんを何人も用意してきますので，その人たちの交渉ということでは，

こちら側にも弁護士を採用する必要があります。

しかしながら，これらは単発的に発生する事象でありますので，常勤の弁護士さんを置く

というよりも，海外の弁護士資格を持っている人を採用している事務所に頼むことが通常で

はないかなと思います。通常ですと，大きな法律事務所ですとか若しくは海外の外資系の法

律事務所の中で海外の資格を持っている日本人の弁護士さんがいらっしゃるので，そういう

方のニーズはあるかと思います。

株主変更，企業買収に関しては，規模にもよりますが，小さい規模ですと，常に私どもぐ

らいの規模でも顧問弁護士さんというのが必ずいらっしゃるんですね。それは弁護士事務所

にお願いをしており，比較的安く，顧問弁護士ということでアドバイスを受けるということ

ができますし，それから外部取締役とか監査役の中に弁護士さんというものをお願いするこ

ともあります。私どもでも監査役の一人が弁護士さんでありますし，以前は，弁護士の方に

外部取締役をやっていただいたこともありました。費用関係は大体月に二，三十万なんです

ね。ですから，人を１人雇うというよりも安いものですので，１人の方を採用するよりは，

そういった形で監査役なり，それから外取なり顧問弁護士なりという組み合わせで，単発的

な事象にも対応できるような体制というのが，私どもぐらいの規模ですと望ましいし，そう

いった人材はそれほど見付けるのが難しくないと思います。

ＩＴ業界であれば，訴訟はそれほどはないんですけれども，今後非常に問題になってくる

テーマとして，コピーライトですとかそれから肖像権ですとかＩＰの取扱いというものがか

なり複雑になってくると予想されますので，そういった権利関係で需要が発生するのではな

いかと思います。それらほとんどは今は余り外には出てきていないんですけれども，今後は

ソーシャルメディアの関係ですとか，炎上をしたりハッカー対策ですとか個人情報の漏えい

など，ＩＴの利用状況，また技術にまつわるリスクが高まっていますので，こういった専門

性のある方の育成というのは各企業が迫られるのではないかなと思います。

あと，今，内田室長とか栗田弁護士が言われたことと重なりますが，企業のグローバル化

に対する海外進出支援，そこは，繰り返しになりますけれども，私たちが使いたいと思うよ

うな人がいれば是非使っていきたいかなと思います。グローバル化に関しては，経済界にお
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いては大企業，日本の基幹産業であった鉄鋼業とか製造業は，海外移転がほぼ８０年代に基

本的には終わっていると思います。これももっと進みますけれども，これから海外進出をし

ていくのは中小企業。日本としては空洞化が進みますが，企業経営者としてはグローバル化

せざるを得ない状況にありますので，このインフラをサポートしてくれる法律家の育成とい

うのが必須ではないかと思います。

ＩＴ業界ですと，大企業に属します楽天さんですとかそれからＤｅＮＡ，グリーなんかが，

これは完全に今海外にシフトをしようとしているんですね。私の経験からですと，これだけ

大きい企業ですと，かなり専門性のある人も当然楽天の中にもいるとは思いますが，やはり

中小企業を含めて，労務関係や会社設立に伴う法律，ｅコマースの税金の問題など，日本の

法律と全く違うところで知識がないまま海外移転をしようとするときに直面する困難という

のがスムーズに解決されていけば，経済界にとっても非常にメリットがあるわけです。

例えばアマゾンは，アメリカは消費税がｅコマースに関しては最初は実質的にはかからな

かったんです。本当は消費税はあるんですけれども，実際には払わなくていいというような

現状が１０年間ぐらいあったんですね。それで，インターネットが国策として進みました。

これを最初から経営者が知っていれば，ｅコマースを日本の中で始めなくて，アメリカの企

業として始めて，同じようにメリットを受けることができたわけですね。それがあれば，日

本の楽天さんなり，もっと世界企業に早くなれたかもしれません。

今，ＤｅＮＡとかグリーはシリコンバレーに進出をしています。しかし，エンジニアの給

与が高いので，ほとんど採用ができない状況にあり，そのため，彼らが行っているのは企業

買収です。大体，今エンジニアの新卒の値段が，ソフトウェアのゲームエンジニアは１，０

００万ぐらいで，ＤｅＮＡも非常に上げてきて，１，０００万からもう１，５００万，２，

０００万出すようになっても，それでもアメリカでエンジニアが採用できない。この理由は，

ストックオプションがないためです。そうすると，アメリカで上場でもしない限り，そうい

ったいいインセンティブは付けられないので，企業ごと買うしかない。小さいゲーム会社を

ぼんぼん買っているわけです。しかし，このような企業買収は，エンジニアが買収後に離れ

ていってしまうリスクもありますし，結構不効率なことをしていると思うんですね。

こういった意味でも，海外進出をする場合に，海外に会社を設立をして，もっと労基も含

めていいインフラをつくれるようなアドバイスなり，もしくは，ナスダックに上場するのが

手ではないかということであれば，ＩＰＯ支援をできるような法律関係の支援をしてくださ

る人を育てるとかということがあれば，私たちにとっても非常にメリットがあると思うんで

すね。

あと，そもそも日本では解雇はできないですけれども，カリフォルニア州は，アット・ウ

ィル・ベースといって，経営者の意思で何でもできるんですね。解雇もできます。パフォー

マンスがよくても解雇もできます。そういったことがオファーレターに明記されています。

労働法が全く違う。そうすると，戦い方も全然違ってくるわけですね，そういうこともや

はり経営者の方って，それほど存じ上げていらっしゃる方はいないんですよ。日本と同じ商

習慣の中で経営するわけではなく，違った商習慣で経営するわけですから，当然その契約書

は日本法人がアメリカで設立しても，同じような法律の中でやっていくわけです。

○佐々木座長 ちょっとすみませんが，質疑の時間もありますので，この辺でよろしいですか，

お話はまだ続くようでしょうか。
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○石黒氏 いえ，もう。

○佐々木座長 もう大分時間がオーバーしていますので，よろしいですか。

○石黒氏 はい分かりました。結構です。

○佐々木座長 大変失礼しました。

それでは，弁護士会のほうから５分以内で追加の御説明があるということですので，若旅さ

ん，お願いします。

○若旅オブザーバー オブザーバーの若旅でございます。

本日の資料８の関係でございます。まず，資料８の資料２というのを見ていただきたいと

思います。企業の海外業務展開における弁護士の活動について簡単に報告する前提として，

日弁連の国際活動について若干コメントさせていただきます。

国際社会において日本の弁護士が果たす役割と意義は，年々増加しております。この資料

８の資料２の計７枚は，２０１１年版の弁護士白書に掲載されたもので，日弁連の国際活動

の概要を分かりやく示したものでございます。日弁連は国連で承認されたＮＧＯ協議資格を

有しており，国連に代表団を派遣し，人権条約機関が締結国の人権状況を定期的に審査する

に当たり，政府報告書に対するオルタナティブレポートを提出するなどの活動を行ってきま

した。また，国際協力への取組として，ＪＩＣＡと協力し，開発途上国に対して専門家を派

遣し，現地での法整備支援，更にカンボジアでは弁護士養成校の設立・運営や法律扶助制度

の構築支援などの活動を行ってきました。こういった国際司法支援活動を支える人材につい

ては，日弁連内に登録制度を設けて，２０１２年３月９日現在の登録者数は２３８人になっ

ております。

本題ですが，企業の海外業務展開の領域では，昨今増加しているアジアを中心に海外展開

する中小企業に対して，弁護士の法的支援という活動への取組がございます。国際取引は，

事前に紛争を防止するための法的分析や契約による予防法務が極めて重要です。中小企業で

は海外進出後にトラブルを抱えることが多く，そのようなリスクを抱える規模の小さい事業

者ほど国際的な法律業務に精通している弁護士にアクセスする機会が少ないというのが実態

でございます。

この問題に対処するため，日弁連は本年１月に中小企業海外展開業務の法的支援に関する

ワーキンググループを設立いたしました。ワーキンググループでは三つの取組として，第一

に，海外展開を法的にサポートできる人材の育成，第二に，中小企業支援団体との連携によ

り弁護士のアクセスの確保，第三に，法的支援を充実させるための海外の弁護士，弁護士会

との連携を図り，全国の海外展開を行う中小企業に対して，弁護士の法的サポートが十分に

行き渡る体制を整備することを目指しております。その前段階として，東京商工会議所，中

小企業基盤整備機構，日本貿易振興機構ジェトロ等の支援団体との連携の上，東京，その他

主要都市において海外展開をする中小企業に対して，法律相談や契約書の作成等の法律事務

などを提供する弁護士を紹介するパイロット事業を４月からスタートすることをめどに，進

めているところでございます。

最後に，これらの国際法務の分野の人材層を厚くするための育成が喫緊の課題となってお

ります。法科大学院のころからこの分野の重要性を啓発する教育が必要と考えます。加えて，

弁護士になってからの育成が極めて重要です。日弁連では，米国のロースクールと協定を結

び，毎年弁護士を客員研究員留学生として派遣しております。また，国連や国際労働機関Ｉ
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ＬＯ等の国際機関に就職する弁護士を支援するための集中セミナーや情報提供を行っており

ます。

国際機関では司法修習生の選択的実務修習を現に行っていただいており，ＩＬＯでは弁護

士のインターン制度を導入していただいております。しかし，大手事務所に就職する一部の

若手弁護士を除いて，海外法律業務のＯＪＴの機会は十分ではありません。海外ロースクー

ルの授業料の高騰等，日本の若手弁護士の経済状況に鑑みると，個人の負担で海外ロースク

ールに留学することは厳しい状況にあります。そこで，政府及び関連機関におかれましては，

ＯＪＴの機会を作っていただくことを日弁連として強く要望いたします。具体的には，例え

ば外務省における在外公館や通商協定等の対応部門，ジェトロの海外支所において，任期付

公務員などとして弁護士を採用することが考えられます。

国際社会の場で活躍する弁護士を増やすことは，国民全体の利益に通ずるということを十

分御理解いただいた上，よろしく御協力のほどをお願いいたします。

以上，ありがとうございました。

○佐々木座長 ありがとうございました。

大分時間が押しておりますが，せっかくの機会でございますので，ただいまお三方からお

話をいただきました件につきまして，意見交換をさせていただきたいと思います。

委員のほうから何か御発言がございましたら，お願いします。

○井上委員 栗田さんも，石黒さんも，特に中小企業が現地に出て行く際に，現地の法律と日

本の法制とが違うところがあって困ることが多く，それについてアドバイスする人が必要だ

とおっしゃったのですが，現地のローヤーではなく，日本人の弁護士がそこに関与していく

意味というのはどういうところにあるのかということをお聞きしたいと思います。

もう一つ，若旅さんの言われたことは非常に力強いのですけれども，今，日本人の弁護士

が出て行きたいと思っているのは，アジアだと思うのですが，アジアの現地のマーケットと

いうのは非常に閉鎖的なのですね。リーガルのマーケットはですね。他方，欧米のほうは日

本にずっと来たがっていた。しかし，お互いにレシプロシティの関係に立っているので，日

本から出て行くためには自分のところのマーケットを広げる必要があるのですけれども，欧

米からどんどん進出してこられたら困るという面もあって，日本の弁護士会はこれまで極め

て警戒的だったと思うのですが，その辺はかなり変わってきたのだろうかということを伺い

たいと思います。

○佐々木座長 栗田さん，それから石黒さんももし御意見ございましたら。まず，では栗田さ

んから。

○栗田氏 では，日本人を雇う意味というのは，多分僕が存在する意味になってくると思うん

ですけれども。

まず，資格はないので最終結論がなかなか出せないという部分はあるんですけれども，僕

は今シンガポールの法律事務所にいますので，そこの中に事務所としてインドネシアとかカ

ンボジアとかラオスとか，全部各地に事務所の支店があるわけですね。そこで各地の弁護士

をもう雇っているので。僕が事件を受けて，ドラフトとかは僕がやります。それが現地の準

拠法に属して，問題がないかという確認を所内できちんとやってもらいます。オピニオンレ

ターが必要な場合は，僕は出せないので，その弁護士の名前で出してもらいます。それを僕

が日本語で翻訳するときもありますし，日本人の観点で所内で，これでは日本企業の要請に



- 16 -

合っていないよと，質問の意味がずれているよ，だからこういう観点で書いてくれという所

内で投げ返しをやります。人に応じて意見書の翻訳とか，それを日本語で説明すると。

特に，中小企業でまだまだ英語のリソースが所内で整っていない企業であれば，英語の契

約書を日本語で解説してくれると。それをしかも所内で，現地の準拠法に応じて問題がない

かということも確認してくれると。かつ，ここは，例えば特別決議が日本では３分の２以上

ですけれども，シンガポールとかマレーシアでは７５％以上とらないといけないですし，頭

数をベースに数えないといけない場合が発生するので，ここは気を付けてくださいねとか，

そういう比較をしながら。あと，労働契約書をつくるときも，シンガポールは解雇理由は要

りませんと。なので，日本の契約書をそのまま持ってきてしまったら，せっかく有利な会社

法制を生かすことができませんよ，片やインドネシアではそうではありませんよというとこ

ろを，常に意識しながら説明すると。

かつ，あとは，法律業務はサービス産業なので，サービスの細やかさで勝負すると。いつ

電話してもいいです，２４時間オープンです，土日電話してもいいですよとか，あと，いつ

でも日本語で受け答えしますよと。時間とフィーとクオリティーをきちんと僕が担保します

よという形で，資格がない分を補いながら付加価値を付けてやっていくという仕事を今はし

ています。

○佐々木座長 石黒さん，何かコメントございますか。

○石黒氏 いえ，同じです。残念ながら，やはり日本語ですね。コミュニケーションがやはり

スムーズに進むので，そういう需要はあると思います。

○佐々木座長 今，井上さんが言われたのは，参入の問題についての国家間の関係の問題とい

うのもあるわけでしょう。

○井上委員 ええ。一番最後にご質問したのはそういうことも含めてということなのですけれ

ども。

○佐々木座長 内田さん，何かその辺，コメントございますか。

○内田氏 私の立場からすれば，自由貿易が進んだほうがいいという観点ですが，弁護士など

は一般的な意味で海外との間で行き来が増加すれば，そこは当然競争は生じます。そこはま

た，外国の外交官と接することによって，自分の能力を高めなければいけないと私自身が

日々感じているところです。そこは本当に厳しいです。アメリカのＵＳＴＲと交渉するのも

厳しいです。ただ，そういう厳しいやり取りの中で人間一人一人の能力が高まっていくので

はないかと思っております。

あと，技術的に申し上げれば，現在，制度上は相互主義という考え方はとってございませ

んので，その国自身が外国の弁護士をどういうふうに受け入れるかということでございます。

ですので，ほかの国に対してリクエストするから，それに応じて日本も相互主義でしなけれ

ばいけないというような考え方には立ってはございません。

○佐々木座長 ほかにどうぞ。

○森文部科学副大臣 今日はありがとうございました。グローバルな社会の最先端で働いてい

らっしゃるということで，大変興味深いお話を本当にありがとうございました。

それで，お三方にお聞きするのは若干ずれているのかなという気もしますが，今弁護士さ

んの数が増え過ぎて過当競争になっているとか，どうしても内向きな，後ろ向きなお話が関

係者の間から結構来ております。でも，今日のお話を聞きますと，やはりどんどんそういう
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法曹資格をしっかりと身に付けた方が増え，その中で競争が生まれ，そして新たな市場の開

拓をしていくのではないかと私は思ったんですけれども，この点に関して，要するに入口で

法曹の人口をやはり相変わらず調整するほうがいいのだというような意見に対してどう思わ

れるのか，御意見を伺いたいと思います。

○佐々木座長 では，どなたにお聞きすればいいんでしょうか。何か御意見のある方。それで

は，栗田さんは何かございますか。どうぞ。

○栗田氏 僕らも常にやはりマーケットとか市場を開拓し続けないといけないと思っていて，

例えば，今考えているのは，ミャンマーとかこれから企業が進出するであろうという国に狙

いを絞って，そこの国の弁護士とある意味最初は酒を飲んで仲よくなって，法律を現地に入

って研究をすると。それが今まではずっと中国であったわけだと思うんですけれども，それ

がチャイナ，プラスワンということで広がってきたので。例えば，今月末，ミャンマーに行

って弁護士事務所を回ってくると。そこで弁護士，この人と組もうと思った人と組んで，新

しいミャンマーの会社法を今知っている人いますかと言うと，多分いらっしゃらないと思う。

その中で，日本企業は，でも，これから経済制裁が解除されたり，タイの洪水とかの中で出

て行きたいと思っているので，そこに会社法とか労働法とか基本法制，またニューヨーク条

約を締結していないので，強制執行できるかどうか分からないわけですよね。そこはどうな

っているのかという法律を研究して，それを一つの新しい分野として開拓していきたいと思

っていますし。

あと，今，例えば増えているのが，シンガポールを中心にしたアジアの統括会社を日本が

作ろうとしていると。そういうある意味ニーズを受け取ったら，統括会社をどうやってマネ

ージングしていけばいいのかとか，統括会社をつくって，そこの下にどういうふうな会社を

ぶら下げて，どういう業務展開をしていけばいいのか，シンガポールを中心にアジア展開を

日本企業はどうしていくのかというのを，例えば講演をするとか，あと実際にアドバイスを

するとか，そういうことをして，新しい分野を開拓。多分，それはなかなか国内では，正直，

もう偉大な先輩がい過ぎてなかなか見付からないという。労働法で検索すると，物すごい本

があるんですけれども。今回，僕は「アジアの労働法」という本を書いたんですけれども，

担当者の人に言われたのは，「値段が付けられません。」と。「何でですか。」と。「前例がな

いから，アジアの労働法で書いた人がいないので，値段付けられません。なので適当に付け

ますが，よろしいですか。」と言われたんですけれども。

そういう感じで，まだまだそういう分野あるのではないか。例えば，今アフリカ法務をや

るよと言うと，多分，第一人者になれると思いますし，カンボジア・オイル石油法で本を書

きますよと言ったら，第一人者になれると思いますし，そういう新しい分野というのはまだ

まだあるのではないかなと思っています。

○佐々木座長 ありがとうございます。

ほかの方は特にただいまの副大臣からの御質問に対してお答えがあれば。

石黒さん，何かございますか。

○石黒氏 私は経営をしておりますと，やはり競争原理というのがグローバル化していますの

で，法律市場もグローバルだと思うんですね。私たちがグローバル化を進めるのに，やはり

日本の法律が規制規制ということをしてしまうと，競争原理が働かなくなってしまう。競争

は，どんな産業，これは産業と言ってしまうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけれど
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も，ここがやはり活性化することが必要ですので，競争原理が働くように，なるべく市場に

任せていただきたいと思っています。

○佐々木座長 ありがとうございました。

お約束いただいた時間がだんだん迫ってきたので，もう一つぐらい質問をどうでしょう。

○山口委員 特に栗田さんにもお伺いしたいんですが，ここで弁護士の職域をどう拡大するか

という話をしているんですけれども，でも，そういう問題設定でいいんだろうかと。もう一

つは，つまりそういうマーケットをどう作っていくかということで，市場創造なんですね。

市場創造だと，お金を出す側の意識がどうなのかと。したがって，今，先ほどもちょっと出

ましたけれども，結果的には海外進出していろいろなトラブルに巻き込まれる中小企業が多

いという話がありましたけれども，そうすると，企業がそういうものにお金を出す意味があ

るんだと思えば，マーケットはできるわけですよね。だけれども，まだそういうふうに余り

意識されていないので。このマーケットを作っていくということは，お金を出す側の意識を

どう変えていくかという問題だと思うんですが，その点について一体どうやってやっていけ

ばいいのかと。今日の報告，非常に具体的な提案が幾つもあったんですけれども，このマー

ケットを創造する側の，特に企業意識をどう変えていくかというようなところで，個別的に

も，それから国としてもどういうことが可能なのかと，考えておられることがあったらちょ

っと教えていただきたいと思います。

○栗田氏 正直，中小企業の方というのはコストをセーブしたいという意識が非常に強いので，

弁護士をなかなか使いたがらないという部分がありますので，僕はそこで今できるだけやろ

うとしていることは，コンサルタントの方にできるだけ仲よくなって，もしくは本当に近く

一緒に仕事をさせていただいて，コンサルタントの方を通じて。コンサルタントの方は経営

者と直接話をしていますから，あとビジネスの話をしているので，どうやってもうけるかと

いう話をしているので，ちょっとお金を払いやすいと思うんですね。その中で，コンサルタ

ントの人というのは意外と法律分かっていないので，結構適当なアドバイスをしていること

も多いんですね。なので，コンサルタントの人とできるだけ近く組んで，そのコンサルタン

トの人を通じて案件が来ることが非常に多いです。なので，逆に，そういう企業の経営者と

ぐっと握っているコンサルタントの人を一緒に啓蒙しながら，コンサルタントの人も自分が

やった案件でもめたくはないので，ここは弁護士さんに相談しておいたほうがいいですよと

言ってくれるんですね。それで案件を振ってもらって，契約書をここはでは準備しておきま

しょうというふうに作るですとか。

あとは，国際仲裁の分野でいうと，今日本の企業というのは欧米の法律事務所に頼みます。

そうすると，ディスカバリーという，書類を全部出さなければいけない手続に直面するわけ

ですね。そのときに欧米の事務所は，では本を全部翻訳してくださいと。出すか出さないか

は全部僕らが判断するからと。物すごい費用をかけて本を全部翻訳して，ディスカバリーす

るかドキュメントプロダクションするかどうかというのを決めていると。僕は，仲裁をやっ

ている実務家として，その費用を払う必要はないですよと。僕は，実務家として，それは全

部自分で判断して，日本語のままで，出す必要があるものとないものを僕が判断しますと。

僕が判断する能力がありますと。そうすることによって手続も早くなりますし，費用もセー

ブできますし，あと，特に紛争解決だと，一切のコミュニケーションミスも許されない緊急

事態が続くことがありますので，そういう日本語で常にいつでも相談してくださいよという
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窓口をつくることによって，今まで全部流れていた国際仲裁案件を少しでも受注できたらな

と思って，活動しています。

○山口委員 栗田さんの話を聞くと，海外進出の必要経費だと。例えば，あなたに払うお金は

ね。言うことは非常によく分かるんですけれども，そういうことを啓蒙してくれる人という

のはどのぐらいいるのかとか，そういう機会があるのかということなんですけれども，それ

は実感としてどうでしょうか。

○栗田氏 なかなか正直，今はかなりそのソースが足りていなくて，今もう一つ例えばやろう

としているのは，コンサルタントの人と地方の商工会議所を回って，そこでセミナーをする。

なかなか法律だけだとお客さんが集まらないので，ビジネスコンサルタントの人にどうやっ

てこのマーケット，例えばこのマーケットはここが熱いよという話をしてもらって，そこに

付加価値として法律，こういう場合，準拠法の取り決めも管轄の決めもなく契約書をやると，

あなたの会社，傾いちゃうよというのを，そこで一緒にプレゼンをさせていただく機会をい

ただいて，そういう地方の商工会議所とかあと地方銀行の人と組んでそういうのをやってい

こうかなと思っています。

○佐々木座長 ありがとうございました。

時間の関係で，大変司会者として申し上げにくいことを申し上げたりしまして，誠に失礼

をいたしました。時間になりましたので，意見交換はこれで終わりとさせていただきます。

内田室長，栗田弁護士，石黒ＣＥＯにはお忙しい中御出席をいただきまして，ありがとうご

ざいました。

それでは，とりあえずここで一区切りをさせていただきます。

（内田氏，栗田氏，石黒氏退室）

（大森氏，加茂氏，湯浅氏，余川氏入室）

○佐々木座長 それでは，次に地方公共団体における法曹有資格者の活用についてお話を伺い

たいと思います。

本日は皆さん，お忙しい中，ありがとうございました。最初に１０分，今度は程度ではな

くて厳守でできればお願いしたい。大変恐縮ですが。皆さんの御日程もあるものですから。

その上で質疑応答を可能な限り行いたいと存じます。

当フォーラムでは，報道機関への会議の公開方法といたしまして，開催会議の別室におけ

る映像，音声による傍聴を認めており，既に別室には報道機関が待機して，会議の様子を拝

聴しております。また，御提出いただきましたレジュメを含む会議資料及び会議の議事録は，

会議終了後速やかに法務省ホームページで公表する扱いとなっておりますので，御承知おき

いただきたいと思います。

それでは，まず東京都総務局総務部の大森文秋法務課長さんから御発言をいただきたいと

思います。よろしくお願いします。

○大森氏 東京都の大森でございます。

それでは，お手元の資料５の「東京都における法曹有資格者の活用について」に従って御

説明申し上げます。

まず，私ども東京都における法曹有資格者の採用の現状でございます。そちらにございま

すように，今年３月３１日現在の採用人数でございますが，８名でございます。内訳として

は，部長級２名，課長級５名，それから課長補佐１名となっております。このうち，特定任
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期付と申しまして，期限を区切って採用させていただいている職員が３名，いずれも民間の

弁護士等の先生方を任期付の課長級職員として採用しております。それ以外の有資格者と申

しますのは，もともと東京都職員として在職中に司法試験に合格した者が，修習のためにい

ったん都を退職しまして，修習を終えた後に再び都の職員として採用した者たちでございま

す。

具体的な配置先が丸の二つ目でございますけれども，総務局総務部文書課，ここは東京都

の条例や規則など法規関連を扱う所管部署でございますけれども，この課の中に政策法務ラ

インと呼んでおります，都の政策立案や事業執行等に対しまして法的な見地からの助言を行

うセクションがございます。ここに１名，課長級を配置しております。

それから，同じ総務部内，これは私が所属しております法務課でございますが，ここは都

が原告あるいは被告となっている訴訟事件への対応，また行政不服審査を行うセクションで

ございますけれども，ここには５名，うち部長級２名，課長級２名，課長補佐級１名を採用

しております。私ども法務課の場合ですと，課長級の１名が特定任期付職員となっておりま

す。

それから，三つ目は行政委員会でございますけれども，労働委員会事務局に，ここは不当

労働行為の審査等を行うセクションでございますけれども，課長級２名，これはいずれも特

定任期付職員を採用して配置しているところでございます。

もともと，私ども東京都は実務を進めていく上で，程度の差こそあれ何らかの形で日ごろ

から法律家の先生方のお世話になっております。当然ながら事業を進めていく上で法的知見

を必要とする場合がございますので，そういうときには民間の弁護士の先生方にお願いをし

てアドバイスをいただくケースというのは少なくございません。その中で，裁判事件とか審

査関連の業務，いわゆる行政訴訟に関するセクションの人材につきましては，内部の人材で

は確保できないような高度で専門的な知識・経験を有する人材を確保するという意味で，法

曹有資格者の先生方を特定任期付職員として採用させていただいております。したがって，

配置先も当然ながら最初に申し上げたようなポストになっています。

その上で，近年でございますけれども，裁判事件に限らず行政として仕事を進めるに当た

って，法的専門性の見地からこれを精査して，手続的にも内容的にもより適切に業務遂行を

行うことと法的面でのリスクマネジメントを進めていくことが求められているところでござ

います。そこで，先ほど申しましたように，御紹介しました文書課の政策法務ラインでは，

政策立案や事業執行等に対する法的見地からの助言を行うセクションでございまして，飛び

ますけれども，３の都としての課題の一つ目にありますように，都における政策能力を高め

るということとともに，専門性の高い法律実務等を的確に処理していくためには，法曹有資

格者の存在が不可欠という部分でございまして，自治体におきましては行政訴訟のみならず，

あるいはそれ以上に専門性の高い法律実務に関する処理能力が求められていると考えてござ

います。

続きまして，同じく資料の３の二つ目にありますけれども，そういう中で，私どもの課題

として考えておりますのは，法曹有資格者を計画的に確保し，かつ育成していくことが重要

であると考えております。ただ，人材を計画的に確保すると言いながらも，例えば内部人材

の活用，先ほど司法試験に合格した者でございますけれども，毎年一定数の有資格者を確保

することが必要ですけれども，これは毎年受かる人が確実にいるというわけにはいきません
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ので，ここが計画的にいかないということで，難儀しているところでございます。

そういう中で，歴史は浅いですけれども，特定任期付の職員採用という制度を導入するこ

とができまして，内部の人材からは確保できないような専門の外部の先生たちにおいでいた

だくようなことができて，私どもとしては大いに助かっているところでございます。ただ，

あくまで任期付ということでございますので，私どもの場合ですと任用期間が２年間，最大

でも５年と法律で決まっておりますので，言ってみれば一種の即戦力という形で，期間は限

定されているわけですけれども，御活躍いただいているところでございます。そういう形で

特定任期付職員を採用できるようになって，法曹家の確保の手段がもう一つ増えたと言いな

がら，それに併せて内部の人材の育成も図らなければいけないということで，長期的視点に

立って人材を育成していくとともに，専門性の高い人材を活用するということで，現実の事

件に対応しているというところでございます。

それから，申し訳ございません，二つ目の，では，そういう法曹有資格者に対して東京都

として何を期待しているのかというお話でございますけれども，二番目の丸のところにござ

います。ちょっと長々と書きましたけれども，都における政策立案や事業執行，紛争処理等

において，自治体職員として，また法曹有資格者として，それぞれの専門性を生かして関与

し，行政目的の遂行に貢献すると。それから，こっちがポイントですけれども，自治体職員

として，また有資格者として，豊富な経験を通じて法務に強い行政マンとして活躍していた

だくということを期待しているわけでございます。

このことは，例えば先ほどの二つの採用方法のうち，内部の職員から採用する場合ですと，

これはもともと行政マンだったわけでございますので，行政マンとしての実務能力を持った

人材に法曹家としての高度なスキルを与えるということでございます。反対に，特定任期付

で来ていただいた外部の先生方は，都の職員として在職していただいている間は，できるだ

け実務経験を積んでいただくということで，行政マンとしての能力も徐々に身に付けていた

だくということを期待しているところでございます。

最後に１点申し上げますけれども，繰り返しになりますけれども，特定任期付の先生はど

うしても任期が限られていくわけですから，いずれはお帰りになっていただく，こちらから

もお返ししなくてはいけないということでございますので，実は採用のパターンが二つある

と言いながら，実際の育成という点では，やはり内部の人材を長期的視点に立って育成しな

ければいけないと。特定任期付で来ていただいている先生からは，その先生たちを育成の対

象というふうにとらえるよりは，在職中にできるだけ私ども内部の職員に対して助言あるい

は指導をしていただくというようなことを期待しているというような感じでございます。

大変雑駁ではございますけれども，資料の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。

○佐々木座長 ありがとうございました。

それでは，次に流山市総務部の加茂満総務課長と湯浅邦彦人材育成課長から御発言をお願

いいたします。

○加茂氏 千葉県流山市から参りました加茂でございます。私から代表して説明をさせていた

だきます。

資料６を御覧ください。私からは，流山市の弁護士職員の採用の現状について報告をさせ

ていただきます。
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まず，資料の１にございます流山市における弁護士採用の経緯でございますが，地方分権

改革以降，本市におきましても自治基本条例や議会基本条例などの新規条例が制定されるな

ど，独自条例の制定の動きが活発化しております。また，新規条例の検討段階から住民を中

心とした検討会を設けるなど，市民参加による条例づくりが多くなっているような状況でご

ざいます。このような背景から，市民からは法制執務上の説明や関係法令についての解釈，

それから制定しようとする条例の適法性などについて，職員に対しまして説明や意見を求め

られるような場面が増えているような状況でございます。

このような折，「自治体法務研究」という雑誌がございまして，その雑誌で，三重県の名

張市において弁護士職員を採用し，事務執行上の法的課題の解決に御活躍いただいていると

の情報が紹介されておりました。このことを受けまして，本市の法規担当職員を名張市とそ

れから神奈川県の逗子市に視察に行かせまして，その有用性について私どもの市長，副市長

等に報告いたしまして，採用の準備を始めることとなったところでございます。

また，同時に，総務課職員の中でも職員の政策法務能力の強化について早急に取り組まな

ければならない課題だと考えておりましたことから，弁護士を相談役のような位置付けで置

くのではなくて，職員とともに行動してくれる弁護士として位置付けたいと考えまして，新

たな組織として総務課内部に政策法務室を設置し，そこに室長として採用するということと

なりました。

次に，採用までの手続でございますが，平成２２年の９月議会に私どもの一般職の任期付

職員の採用に関する条例というのがございまして，この条例に特定任期付職員を加える一部

改正条例の提案をいたしました。しかし，弁護士職員の必要性についてまだ議論が必要だと

いうことで，議会の中で閉会中の継続審査となりまして，議決が１２月議会に持ち越される

こととなってしまいました。そのことによりまして，募集から選考までの期間が予定よりも

短くなってしまったという経緯がございます。

それから，試験につきましては，論文の提出と面接で行いまして，筆記試験は行っており

ません。流山市では，面接において人間性を見ることを重視したところでございます。

採用につきましては，平成２３年４月から２年間で，勤務成績によって５年まで延長する

ことができるというものでございます。職といたしましては，課長相当職の採用でございま

す。

続きまして，２の職員としての弁護士の必要性及び具体的効用でございますが，弁護士職

員の活用につきましては，自治体の規模や考え方で違いがあると思いますけれども，本市で

は法的課題の解決や職員の法務能力の向上を図ることを中心に，政策法務室の事務分掌とし

まして，次の４点を選びました。

まず，法律的課題に対する相談，協力及び処理に関することでは，各担当課が日常的に処

理いたします業務において，窓口等での市民対応や公の施設での事故などにおいて，市民か

ら苦情の手紙ですとか説明を求められるようなことがございます。そのようなときに誤った

説明や回答をしたために問題が大きくなるようなケースがございます。このようなことを極

力防ぐために，関係法令の解釈，運用等で疑問があったら，できるだけ早い段階で相談する

ように指導しているところでございます。

それから，先ほどもお話ししましたように，条例の新規制定が今後の予定も含めまして増

えている状況でございます。また，条例づくりにおきましても，市民参加を求める声が多く
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ありますことから，最近では，パブリックコメントによる意見募集だけではなくて，新規条

例の検討段階から市民を交えての検討会を立ち上げ，意見交換を行う場面が増えております。

このような場面では，市民から関連する法令についての解釈や規程条文の適法性などについ

て説明を求められるようなことも多く，これまでのように職員のみで対応するよりも，弁護

士職員が同席することで，職員も心強いし市民への説明力のアップにもつながると考えてお

ります。

次に，職員の政策法務能力の向上のための研修に関することにつきましては，これまで３

回の研修会を実施しまして，毎回６０人程度の参加を得ております。また，各課に１名の政

策法務担当者を選出してもらいまして，政策法務の視点で解決を必要とする具体的な案件等

について，政策法務室と共同して調査研究を行う担当者を配置いたしました。また，平成２

４年度からは，職員の中から自治体法務検定の受検希望者を募りまして，定期的な勉強会を

実施して，弁護士職員がバックアップしていこうと考えております。

次に，訴訟の総括処理に関することにつきましては，現在継続中の３件の訴訟がございま

す。２件につきましては，顧問弁護士に訴訟委任をいたしまして，職員のほうは指定代理人

として参加しており，主な仕事といたしましては，担当課と顧問弁護士との間の調整を行っ

ております。また，訴訟を提起することを考える前の段階では，弁護士職員が担当課の相談

を受けて，相手方と内容証明郵便のやり取りをしたりもするので，訴訟を提起する際には顧

問弁護士と担当課，弁護士職員の３者で打ち合わせを重ねまして，訴訟提起ということにな

っております。また，残りの１件につきましては，顧問弁護士に訴訟委任はせずに，弁護士

職員が指定代理人となりまして，担当課，総務課の職員とともに訴訟を進めております。訴

訟委任をして行うのか，指定代理人のみで訴訟を行うかは，最終的には市長や副市長の判断

になりますが，おおむね複雑でない事件，それから請求金額が少額であるような事件につき

ましては，指定代理人のみで行うようにしております。

次に，行政不服審査法に基づく不服申立てに関することにつきましては，現在１件の異議

申立てがございます。政策法務室に室長のほかに職員が配属されなかったこともありまして，

この件に関しましては事務的なことは全て総務課で行っております。政策法務室長の仕事と

いたしましては，手続が適法に進むよう，協力・助言しているところでございます。

それから，「３」として職員としての弁護士への今後の期待でございますが，流山市とい

たしましては，導入してまだ１年目でございまして，具体的な効果としては見えにくい部分

もございますが，数字的には法律相談において顧問弁護士のときよりも相談件数が大幅に増

えたことや，職員を対象とした政策法務研修を内部で実施することができたことなどがござ

います。職員の間からは，「気軽に相談できるようになって，非常に助かる。」とか市民対応

において難しい問題が発生したときに，依頼をすれば同席してもらえますので，「心強い。」

などの声が寄せられております。今後においもて現在の職務を根気よく続けていければ，職

員との信頼関係も全庁に広がっていきますし，職員の間にも仕事を行う上での政策法務の重

要性が認識され，常に法令を意識して仕事に取り組むという姿勢が定着していくのではない

かと考えております。若い弁護士職員の方が牽引役となって，本市職員の意識改革が図れれ

ばというふうに期待しているところでございます。

それから，「４」の流山市での今後の採用プランでございますが，法制執務の重要性や本

市職員の意識改革といった点で期待も大きく，今後も継続的に採用したいと考えております。



- 24 -

今回の募集では，地元の弁護士会ですとか東京弁護士会への訪問依頼，それから日弁連のホ

ームページ等への掲載などを行いました。しかし，当初予定した応募期間では１名しか応募

がございませんでした。期間を延長した結果，４名の応募がございましたが，今後も同じよ

うに応募者が確保できるかが心配な点でございます。

次に，地方自治体で法曹有資格者を採用するために必要な制度改善等でございますが，根

本的には地方公務員の任用制度等の問題があると思います。弁護士の任用が流動的になる可

能性が大きく，そうした中で事業の継続性をどのように確保するかといった点が課題である

と思います。また，そのためにも，弁護士の任用が流動的であっても，自治体が次の弁護士

を安定的に確保できるような仕組みが欲しいと考えております。また，本市程度の規模の自

治体が安定的に弁護士を確保するためには，給与面の処遇を考慮する必要があると考えてお

ります。それに対する何か補助のようなものがあれば助かるなとも思っているところでござ

います。

簡単でございますが，以上で報告を終わらせていただきます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

最後に，松原市総務部政策法務課の余川章一郎弁護士から御発言をお願いします。

○余川氏 弁護士の余川です。よろしくお願いします。

まず，私の資料は資料７です。

まず，私の経歴ですけれども，これはレジュメ記載のとおりでして，今現在は昨年の５月

から，松原市の総務部政策法務課の主幹として勤務しています。採用の形としては，話に出

てきました特定任期付職員という形です。

次，二番目の項目ですけれども，私が今松原市で行っています主な仕事についてです。

まず，１点目，最も日常的に行っていますのが，職員からの法律相談への対応です。主な

内容についてはレジュメに記載したとおりです。相談の行い方としましては，特に事前の予

約ですとか申請書の提出など手続は設けず，時間が空いている限り随時対応しております。

これは，気軽に，できるだけ幅広く，問題が深刻化するよりも前に法律相談に対応するとい

う点に自治体内の弁護士の一つの存在価値があるのではないかという考えからです。

２点目は，市が当事者となっている訴訟ですとか市に対する行政不服審査の申立て，そう

いったことに関する事務も行っております。

３点目，職員向けの法務研修，この講師も務めております。職員向けの法務研修を自治体

内部の弁護士が講師として行うことの利点としましては，日々の業務の中で，職員と接する

ことによって，こういったことを知っておいてもらえれば，業務の中でも役に立つのではな

いかということを意識して研修の内容を考えることができたり，又は研修のフィードバック

を踏まえて，また日々の相談にも対応するということができ，それをまた次の研修にも生か

すことができるというような点にあると考えています。

４点目は，今申し上げた法務研修を補完するものとして，毎月１回程度，法務に関するニ

ュースレターの配信ということも行っています。

次，三番目ですけれども，今申し上げた私が行っている職務に弁護士としての経験という

のがどのようにいかされているのかということです。

まず，１点目ですけれども，自治体内部で仕事をする中では，いわゆる六法以外の個別法

ですとか自治体独自の条例など，初めて目にする法令に基づいて仕事をしたりですとか，そ
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もそも新たに条例等の立案をするということもあるわけですけれども，この点についてはこ

れまで学んできた法に関する基本的な知識ですとか理解を基に自分の頭で考えていけば，未

知の法令に関する問題であるということ自体は特に問題にはならないと感じています。

２点目ですけれども，法律相談などで話を聞く何かトラブル，それを解決するためにどの

ような事実をピックアップして調査をしてもらう必要があり，その事実というのをゆくゆく

は訴訟になった場合にも認定することができるのかという，いわゆる要件事実ですとか事実

認定についての知識，経験というものも役に立っていると感じています。

３点目ですけれども，訴訟などの法的手続に関する知識・経験というものについては，実

際に訴訟に至っている段階だけではなくて，それ以前の相談の段階においても，将来訴訟に

まで発展した場合にはどのような展開が予想されるのかということを考える上でも役立って

いると思います。

４点目ですけれども，弁護士は多様な立場の依頼者の代理人を務めるという関係で，同じ

一つの問題であっても多様な立場から物事を考える能力ですとかバランス感覚といったもの

について，日ごろからトレーニングされているのではないかと思います。一方で，自治体が

サービスを提供する対象である住民というのは，性別，年齢，職業，その他あらゆる面で多

種多様な方から構成されています。このことを考えますと，今申し上げたバランス感覚とい

ったものも役に立っているのではないかと感じています。

このレジュメには記載していませんが，このほかにも文章や口頭での説明による説得能力

ですとか法曹としての倫理感覚といったものも，自治体の業務では役に立っていると感じて

います。

レジュメ，次のページに移りまして，四番目ですけれども，今お話ししてきた弁護士の働

きによって，自治体にはどういう効用，メリットがあるのかという点です。

まず，１点目は，コンプライアンスの実現ということですけれども，自治体の仕事という

のは広い意味では全てが法令に関わっていると言ってもいいほど，幅広く，そして深く法令

との関わりがあります。ですので，自治体が何を行うにしろ，まず法令を遵守するというこ

とは最低限求められる条件だと考えています。その条件をクリアするためには，まず法令の

内容というのを正しく理解することが必要だと。そこでは，先ほどお話しした法に関する知

識，理解といったものがメリットとして現れてくるのではないかと思います。

２点目ですけれども，政策法務の推進という点です。政策法務につきましては，いろいろ

な定義がされてはいますけれども，大きなイメージだけ申し上げますと，前例踏襲ですとか

法律を守ることを目的とする法律のための法務といったような，旧態依然の法務のイメージ

から脱却して，より積極的に課題を解決するために，主体的に法令や法的手続を活用する法

務を目指す試みであると考えております。このような意味での政策法務を推進するためには，

自治体が主体的に法令を解釈し，訴訟などの手続を使いこなすということが求められます。

この場面でも弁護士資格者の知識・経験というものが直接メリットとして現れてくるのでは

ないかと考えます。

３点目には，住民からの信用を勝ち得るという点です。弁護士資格者を採用するという試

みに限らず，法務といいますと，法令違反をしないというような消極的なイメージでとらえ

られることがあるわけですけれども，そうではなくて，弁護士資格者を採用して，現実に適

法な事務を行っているということを住民に対してＰＲすることによって，住民からの信用を
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勝ち得ることができるのではないかという点です。

４点目ですけれども，これが一番重要な点かなと考えてはいるんですが，職員の人材育成

という点です。弁護士資格者に限らず，自治体に優秀な人材が１人，２人いても，その限ら

れた人数だけで自治体の業務全てを行うことは到底できません。自治体が法令を遵守できて

いるかどうかということは，結局は窓口で住民と対応などをする一人一人の職員の行動にか

かっているわけです。研修のように特に時間をとって行う人材育成活動だけではなくて，弁

護士資格者が一人一人の職員と机を並べて仕事をすることによって，その職員のコンプライ

アンスに対する意識，能力というのを向上させていくことができるのではないかと思います。

今，ここまでお話ししてきた内容によれば，自治体が弁護士資格者を採用するというのは，

非常にいいことばかりのような話なんですけれども，実際にはこの五番目に書きましたよう

に，それほど大幅に採用が進んでいるというわけではないというのが現状です。

六番目に，自治体による弁護士資格者採用を妨げている要因として考えられるものを幾つ

か挙げたんですけれども，まず１点目は，弁護士に対して自治体が抱いている可能性がある

マイナスのイメージという点です。

１点目の点が一番重要と思っているんですが，それは弁護士というのは自治体業務に詳し

くないと。だから自治体には役に立たないのではないかというイメージです。確かに，自治

体の業務というのは多種多様で，それぞれ高い専門性もあります。自治体内で特定の業務に

精通している職員からすれば，弁護士よりも現場で日々働いている自分のほうが詳しいとい

う自負を持っていたり，誰かに尋ねるとしても，弁護士ではなくてほかの自治体の仲間に聞

いたほうがいいのではないかと考えているということもあると思います。

ただ，今私が弁護士としての経験を積み，今現在，任期付職員として過ごしながら思うの

は，そういった点は確かにあるのかもしれませんけれども，ちょっと議論としてはかみ合っ

てないのではないかという点です。例え話としては，弁護士が夫婦間の離婚問題についてそ

の解決に役に立つということについては，恐らく大半の方が疑いなく受け入れる話だと思う

んですけれども，弁護士が夫婦間の離婚問題について役に立てるというその理由は，別に弁

護士が個々の夫婦のけんかの原因ですとか経済状況だとか，そういった状況についてもとも

と詳しい，知っているからというわけではなくて，離婚問題を解決するためにはどういった

事実を押さえないといけない，その押さえる事実をどうやって認定できるのかと，そういっ

たことについて知識・経験があるからだと思います。それは別に離婚問題に限らず，自治体

の業務についても同じように考えられるのではないかという点で，まず議論がかみ合ってな

いところはあるのかなと。ただ，その点については，では自治体が理解不足なのかというと，

それはそういうものではなくて，やはりそれは弁護士ですとか法曹の側から，法曹というの

はこういう点で役に立つんですよということをしっかりアピールをしていくべき話なんだろ

うと思います。

２点目ですけれども，効果の測定ですが，別にその自治体が弁護士資格者を採用しても，

経費が何万何千何百何十円節約できましたというような明らかに目に見えた，しかも即時に

現れるような効果が出るかというと，そうではないだろうと。そのような政策を実施するか

どうかというのは，最終的には各自治体の長の政治的な判断なわけですけれども，その判断

に当たっては，私が今まで述べてきたような，弁護士が役に立てる点がこういうところにあ

るという情報を前提にした上で判断をしていただけるようなＰＲというのが必要ではないか
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と思います。

３点目，多くの自治体というのは既に顧問弁護士を置いていますが，それに加えて内部に

弁護士資格者を採用する必要，価値があるのかという疑問です。大半の自治体では訴訟にま

で至れば外部の弁護士に委任するのでしょうけれども，そこまでには至らないような事案，

内部の職員からすると，顧問弁護士に相談するのはちょっと大げさなのではないかと思える

ような問題について，ただ，かといって，これで本当に間違っていないのかなというような

心配を抱えたまま仕事をするのではなくて，内部の弁護士にこれはこういう理由で問題ない

ですよという説明を受けて，安心をして本来の仕事に臨むということには非常に大きな価値

があるのではないかと思います。

４点目には，ここまで述べてきたような採用を妨げるような要因をクリアして，自治体が

弁護士資格者を採用したいと思ったときに，その自治体側が求める条件にかなう弁護士が十

分にいるのかという点です。自治体が求める条件の一つのポイントとしては，弁護士として

の実務経験というのがあるように思います。私の今までの経験からしますと，今のところ弁

護士資格者を採用している自治体の多くが，１年から３年ぐらいの実務経験を求めていると

いうことは，私の個人的な経験からするとうなずけるところがあると思います。

弁護士の側からすれば，自治体の任期付職員として働くというのは，旧来の弁護士のキャ

リアのプランからは外れるということは間違いがないとは思うんですけれども，ただ，自治

体の内部で働くというのは，それ自体非常に大きなやりがいがあることですし，自治体を離

れた場合にもその後のキャリアにも役立つような知識・経験というのを身に付ける機会にも

なると思っています。そういった魅力を弁護士の側にＰＲしていくことも必要だと思います。

具体的には，今後のキャリアイメージを形づくる段階にある大学生ですとか法科大学院の学

生に対してのＰＲというのも大事ではないかと思います。

ここまで見てきましたこの自治体が弁護士資格者を採用するという取組を着実に進めてい

くというためには，まず何よりも私たち法曹の側から，法曹というのはどういったところに

役に立つことができるんだということを自治体の側にとにかくアピールをしていくというと

ころが大事なのではないかと。その上でやはり弁護士は自治体には必要ないと思われること

も結果としてはあるかもしれないですけれども，ただ，その判断の中では弁護士についての

正確な理解を持っていただくと。そのためには弁護士の側，法曹の側からしっかりとアピー

ルをすることが大事だと思っています。

私からは以上です。

○佐々木座長 どうもありがとうございました。

それでは，ただいまお三方から貴重な御発言をいただきましたので，質疑，意見交換に入

りたいと思いますが，いかがでございましょうか。

○宮脇委員 ありがとうございました。

流山市さんを中心にお伺いしたいんですけれども，簡単に３点です。

住民参加ですとかあるいは職員の人材育成，意識改革，そういうことも視野に入れてやっ

ているということだったんですけれども，そういう中で，お一人なのでなかなか難しいとは

思うんですけれども，例えば通常の政策形成ですとか執行のプロセス，ございますよね。政

策を議論して，予算編成をやって，それを執行して，評価をする。そういうルーチン的な業

務というものに対してこういう室長の方とかがどの程度関与されているのか，それともそう
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いうものとは切り離して，特に問題が起こったり住民参加が起こったりしたことについてお

願いをするという今は形態なのか。というのは，東京都さんが言われたように，内部的な一

体化の問題，そういった職員との間の一体化を考えていくときに，そういう問題がどこまで

進められるのかと。これは現状ということも，それから将来に向かってどうお考えになられ

るのかというのが１点です。

それから，二番目ですけれども，正直言って，恐らく自治体にとってみての弁護士という

のはいろいろな御評価があると思うんですね。実際に行政訴訟とかそういうものの準備とか

に関わってみても，やはり私自身も感じるところがあるんですけれども，流山市さんなどの

場合にはこれを積極的に弁護士さんを内側に入れてという，そういう御努力をされたわけで

すが，基礎自治体の中でいうと，かなりそれに対しては消極的な考え方のところが圧倒的に

多いと思うんです。これは政令指定都市も含めての話なんですけれども。そういう場合に，

これは自治法上の検討も必要なんですが，これも仮定の話で大変恐縮なんですが，例えば一

部事務組合，こういったものの形をとりながら，これがいいかどうかは別なんですけれども，

複数の自治体で弁護士さんというのを半内部化するというんでしょうか。例えば，過疎など

になっていくとそういうことがどうしても必要になってくる部分があるんですけれども，そ

うなるとかなり使い勝手が悪くなるのか。１人ということなので，恐らく今の段階だと非常

に使い勝手が悪くなるなというのが予想なんですが，そういう選択肢もあり得るのか。

それから，三番目なんですけれども，これは先ほど給与の面がやはり重たいというのは，

これは確かだと思うんですね。弁護士さんを採用するときの給与水準が何が適正かというの

はおいておくにしても，財政面から見るとその点は大きいと思うんですが，例えばそれは交

付税措置ですとか，あるいは国家公務員でやるように一定の別枠の概念というのを設けて交

付税の中で措置するのか，あるいはもう補助金という形でダイレクトにやるのか，何かそう

いうところでお考えがあればお聞かせいただきたいと。その３点です。すみません。

○佐々木座長 それでは，今の宮脇さんからの御質問について。

○加茂氏 まず，１点目の弁護士職員が政策にどのような形で関わっていくかということでご

ざいますけれども，市全体の政策決定ですとか政策の検討というのは，部長クラスが集まり

ます庁議というのでやっていくんですけれども，そこへの参加は行っておりません。政策に

関して弁護士が関わっていくという部分につきましては，トップダウンで例えば新規条例の

住民参加条例を作ってほしいとか，そういったことでトップダウンで下りてきたものとか，

それから担当課からボトムアップで上がってくる新規条例の案について，初期の段階から弁

護士が一緒に関わっていくというやり方でございます。その中で政策を実現可能なものにし

ていくために，法的な面からどのような解決策があるのかとか，そういった点で弁護士が関

わっているという部分がございます。

それから，職員の意識改革の部分でございますが，それにつきましては，例えば各担当セ

クションで窓口において手続の瑕疵があったりとかして，住民から強く責め立てられたりし

ます。そういったときに法律相談ということで弁護士のところに相談に来るんですけれども，

これまで顧問弁護士のときにはかなり敷居が高くて，なかなか相談の機会がなくて，年間１

０件程度の相談でございました。それが弁護士職員を入れるようになって，身近なところに

弁護士がいるものですから，これまでに１月末現在でも６０件近い相談がございます。そう

いった意味では職員がかなり法的な問題を抱えたりすると，気軽に相談に来られるという部
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分がございます。

その相談につきましても，一方的に全く丸投げで頼ってくるのではなくて，担当課として

の判断ですとか，担当課として必ず法的な部分についての自分たちなりの解釈なりをまとめ

た上で来てくださいということでお願いしておりますので，そういった意味ではかなり職員

の中にも法的な部分でのレベルアップが図られているのではないかというふうに考えており

ます。

それから，２点目の評価でございますけれども，私どもで採用を決めたときにも，やはり

議会の中でいろいろ議論になったことというのは，例えば顧問弁護士と職員として入れる弁

護士との職務分担，それが不明確で分かりにくい。結局，顧問弁護士にお願いする仕事と同

じではないのかというようなことで，顧問弁護士がいれば流山市の規模であれば十分足りて

いるのではないかというようなことが意見としてございました。それから，弁護士を入れる

ことによって，職員が弁護士職員に頼ってしまって，かえって職員が育たないのではないか

というような意見もございました。それと，政策法務については，政策の全く分からない弁

護士が初めて入ってきて，政策法務をやっていけるのかというような意見がございまして，

政策法務についてはずっと長年経験している職員のほうが詳しいし，そこに任せたほうがい

いのではないかというような，そういった議会からのいろいろな質問がございまして，そう

いったことについて，先ほど説明しましたように，職員の意識改革を図りたいですとか，基

本的には職員のレベルアップを図るために，必ず身近なところに弁護士にいていただいて，

それぞれ窓口で起きた案件ですとか，そういったことについて一緒に考えていく場を設けた

いという私どもの考え方を議会のほうに説明をして，それで納得いただいたというところで

ございます。

それと，一部事務組合で共同して採用したらどうだということですけれども，自治体の規

模でいろいろあると思うんですが，流山市の規模ですと，大体人口１６万で，職員も１，０

００人規模ですので，大体組織の中に１人いていただいて間に合っているのかなと感じてお

ります。もうちょっと小さな自治体であれば，事務組合でもって共同でお願いしていくよう

な形もありだとは思いますけれども，それですと，顧問弁護士とそれほど変わらないのでは

ないかなと思います。

それから，「３」の給与面でございますけれども，確かに自治体にとって弁護士職員とい

う採用でございますが，私どものほうでは課長相当職ということで採用いたしました。年齢

的には４０歳前ということでお願いしまして，現実的には３０ちょっとぐらいの方がいらし

ています。恐らく，職員の中からは外部から人を持ってくることについて，そもそも反対だ

というような意見の方もいると思いますけれども，その辺はいろいろ説得していく中で，今

はうまく回っていると思います。

給与面につきましては，交付税で措置するか別枠でということでございますけれども，交

付税措置ですとなかなか見えにくい部分がございます。議会の中からは，交付税措置に関し

ましては，幾ら反映されているんだとか，このことについてどれだけ収入に反映されている

んだとかということが求められることがよくありまして，なかなか説明に難儀するんですね。

ですから，できれば補助金のような形が分かりやすくていいのかなと思います。

以上です。

○佐々木座長 ありがとうございました。
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それでは，ほかの方どうぞ。

○鎌田委員 有益なお話，ありがとうございました。

実は，先ほどの外務省の方のお話も伺って感じたのですけれども，弁護士が役所にとって

どういう存在かというと，紛争解決の専門家であり，あるいは非常に複雑な法律問題につい

て御意見を伺う，あるいは，自治体でいえば，職員の教育をする。そういう存在だけで本当

にいいのかなという感じがあるんですね。例えば，特に外務省なんかでいえば，私は，弁護

士資格を持った人が外交交渉の先頭に立ってやるんだという，そういう姿がこれからの弁護

士像なのではないかなと思っていて，自治体でも，政策法務と言われたりしていますが，自

治体行政は正に法律の適用ですから，自治体職員が高度の法的素養を持って，単に法律相談

を受けるのではなくて，自ら自治体行政の先頭に立っていくという姿が，特に東京ぐらい大

きくなると，もっともっと出てきていいのではないかなと思っています。

時間もないところなので，それについて個別の自治体の御意見を本当は伺いたいところな

んですけれども，逆に余川さん，弁護士の立場からいくと，弁護士たる者，そんな仕事なん

かしたくないと思うのでしょうか。今，余川さんが引き受けられているような仕事の仕方が，

仮に任期付ではなくて自治体に入ったときでも，やはり弁護士として自治体の中にいるとき

の一番理想的な仕事の在り方だと思っているのかどうか。それがイエスでもノーでも，なぜ

そうなのかということについてごく簡単に教えていただければと思います。

○余川氏 私が今やっている形がそう在るべき形であって，今おっしゃったような，もっと弁

護士が，自治体だったらそれこそ現場に出て住民との対応もしてというような話は，やるべ

きではないというような考えは全然持っていなくて，ただ，今のように特定任期付という形

で１人なり２人とか，そういう少数の弁護士が入る形としては，どこも同じように，総務的

な部門で全体に目配りができるような仕事をするというのが，今の人員的な状況を考えると

理想的な形なのかなと。ただ，もっと人員が増えるという形で，弁護士ももっと現場に出て

先頭に立って仕事をしていくということは，それはそれで非常に価値があることだと思いま

すし，私に限って言えば，もともと今とはまた別の寝屋川市というところの一般の職員をし

ていたこともありますので，それについては私個人としては全然いといませんし，そういっ

たことも非常にやりがいがあることではないかなと思っています。

○丸島委員 お２人の委員の質問と重なってしまうかも分かりませんが，フォーラムの前のワ

ーキングでも，東京都の当時の課長さんのお話を伺ったことがありました。今日この資料を

拝見しましたが，前回と同様に，訴訟対応，それから準司法機関である労働委員会対応，こ

こにやはり人材の配置が中心的に行われているなという印象を受けます。先のワーキングの

際，当時の文科省の副大臣，鈴木寛さんからの質問があって，例えば自治体などを見ている

と，建築確認申請の分野の仕事など，これは法的な業務のるつぼではないかと。そういうと

ころにもっと法曹有資格者を配するということなども考えられないのかというような御指摘

がありました。それから，私自身も，東京の日常を見ていますと，各区の現場では，例えば

独居の高齢者が非常に増えていて，この方々の財産管理や虐待からの防止ということなどで，

自治体の福祉現場などでは非常に苦慮しています。その中で弁護士とどうつなぐか連携する

かという議論が行われ，それに向けて，弁護士会や法テラスのサイドでも，自治体と連携す

るべくプロジェクトなどをいろいろと進めております。

そのように自治体の中でも，もう少し広い視野での法曹有資格者の活用，これはそういう
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ことを担える弁護士は，今日も御覧になっていただくと分かるとおり，個々的には大変頑張

っている弁護士がいろいろと生まれているわけですが，そのように少し戦略的な広がりを持

った人材の生かし方というものを，代表的な自治体である東京都でもう少しお考えはいただ

けないものだろうかと思います。先ほど，外務省の内田さんのお話で，政府の戦略性の重要

性ということを非常に強調しておられて，それは内田さんが非常に積極的な方なのであのよ

うな言い方をされていますが，まだこれも政府やあるいは外務省全体のコンセンサスにまで

は至っていないと思うんです。是非，東京都でもそういうもう一回り広げた採用と働き方あ

るいは人材の生かし方というものを検討していただけたらなということを，意見にわたりま

すが，申し上げ，もし何か御意見をいただければお願いしたいと思います。

○佐々木座長 大森さん，何かコメントがあれば。

○大森氏 私のセクションは専門的なもので，ちょっと御質問とずれてしまうのかもしれない

んですけれども，要するに行政の中で専門性をどうやって確保していくのか。法曹の世界に

限らず，どう確保していくのかというのはずっと前から問題で，例えば弁護士でなくても，

それ以外の分野でも専門家の先生方と二人三脚で仕事をしているというケースはいっぱいあ

るわけです。法曹の分野についても，先ほどの宮脇先生のお話のとおり，人材育成をどう考

えるのかというところも含めて，いつまでも法曹資格者のお世話にならないといけない行政

マンではどうしようもないわけです。先ほど私が申し上げたのは，法律家としては非常に高

度なものを持っている先生方，それから有資格者ではないけれども実務経験を持っている職

員，その両方のどっちのバランスが大事なのかというところ，行政の中に専門性をどうやっ

て確保していくのかというところが非常に悩みどころなのかなと思っています。

今，丸島先生がおっしゃったようなことは，いずれ方向性としては出てくるのかもしれな

いんですけれども，現在都が採用している法曹資格者がたった８名なのかという部分という

のは，要するにどうしてもこれは法曹資格者の先生方でないと対応できない部分だという意

味では，必要最小限の領域だと考えていただければよろしいと思います。先ほど申し上げた

のですが法律家の先生のお世話にならずに行政を進めていくということは実際はあり得なく

て，いろいろな分野で実はお世話になっているわけです。ただそれが内部の職員としてなの

か，アドバイザーとしてなのか，法曹資格者を行政組織の中にまで入れてやっていくのか，

あるいはそういう人たちのアドバイスを受けながら，行政マン自身が専門家の力を借りなく

ても，法律家としての力をつける，足腰を鍛えていくということが，行政の人間としての法

律的素養というか人材育成なのではないかという部分も一つ考えているということです。

申し訳ありませんが，これは法務課という限られたセクションの人間の発言としてお聞き

いただければと思います。私も大きな方向性としては丸島先生のおっしゃるとおりだなと思

いつつ，行政の仕事のどの部分でどんな形で専門性を確保していくのかというのは，個々の

事業を進めていく中で，仕事によっていろいろ変わっていくのかなという，雑感としてそん

なふうに感じているところでございます。

○佐々木座長 ありがとうございました。

今日は総務副大臣がちょっと御欠席で残念なんです。

大分時間を押しているんですが，大変今日は貴重なお話をいただいたので，ほかに，まだ

まだ質問出てくると思うんですが。

○滝法務副大臣 総務副大臣ではありませんので，誠に申し訳ありませんけれども。
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余川さんに伺いたいんですけれども。今まで出てきた話と重複する部分があるんですけれ

ども，要するに法の専門家として今の松原市においでになる，しかも任期付だと。こういう

ことなんですけれども，やはり将来は本当の法曹として弁護士業に専念されるつもりなのか，

あるいは引き続き行政の立場で少し法務を離れた仕事をしてみるつもりもおありになるのか，

その辺だけちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

○余川氏 結論としては，今おっしゃったうちの後者ですね。自治体ですとか行政の分野で何

かお役に立てることがあるのであれば，頑張っていきたいなと思っています。それで，その

理由といいますか中身としては，そういったことは別に法務から離れるというふうには感じ

てはなくて，それこそそれもこれからの法曹の一つの在り方として十分成り立っていくんで

はないかと。成り立っていけるように今も頑張ってやりたいなと思っているところです。

○滝法務副大臣 ありがとうございました。

○佐々木座長 それでは，大変恐縮ですが，終了時刻となりましたので，本日はここまでとい

たしたいと思います。

本日は皆様方，長い時間お待たせをして恐縮でございました。どうも御協力ありがとうご

ざいました。

それでは，次回の予定について事務局からお願いします。

○松並官房付 次回は３月１９日，月曜日，午後２時から４時まで，場所は本日と同じ法務省

２０階第１会議室です。詳細につきましては追ってお知らせいたします。

○佐々木座長 それでは，どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

―了―


